
南
北
朝
室
町
期
の
若
狭
守
護
と
国
街

は

じ

め

に

南
北
朝
・
室
町
期
の
守
護
が
分
国
支
配
を
展
開
さ
せ
て
い
く
上
で
'
国
街
機
構
の

吸
収
へ
国
衝
領
の
守
護
領
化
の
も
つ
重
要
性
に
つ
い
て
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

C

-

O

C

‾

)

(

"

)

上
野
・
武
蔵
・
伊
豆
の
山
内
上
杉
氏
へ
越
後
の
上
杉
氏
、
尾
張
の
斯
波
氏
へ
播
磨
の

(

蝣

サ

)

<

"

)

(

ォ

0

赤
松
氏
,
備
中
の
細
川
昏
ど
の
例
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
研
究
に

よ
れ
ば
、
守
護
に
よ
る
国
街
の
掌
握
は
、
国
街
職
が
守
護
に
安
堵
さ
れ
た
東
国
で
は

比
較
的
順
調
に
進
展
し
た
の
に
対
し
て
、
権
門
に
よ
る
国
務
の
管
掌
へ
国
街
領
領
育

が
続
い
て
い
た
畿
内
・
西
国
で
は
か
な
り
遅
れ
へ
た
と
え
ば
播
磨
で
は
、
小
目
代
小

河
氏
が
赤
松
氏
か
ら
「
国
衝
眼
代
職
」
を
宛
行
わ
れ
て
国
衝
が
守
護
権
力
に
組
み
込

ま
れ
た
の
は
明
徳
三
年
(
三
九
二
)
の
こ
と
で
あ
っ
短

小
稿
で
取
り
上
げ
る
若
狭
は
、
権
門
に
よ
る
知
行
国
制
の
も
と
に
あ
っ
た
と
い

(
8
)

う
点
で
い
わ
ば
西
国
型
と
い
え
よ
う
が
'
周
知
の
よ
う
に
、
国
衝
の
最
も
基
幹
を

な
す
税
所
職
が
、
建
久
七
年
(
一
一
九
六
)
最
有
力
在
庁
宮
人
稲
庭
時
定
か
ら
没

収
さ
れ
て
以
来
へ
鎌
倉
～
室
町
期
(
建
武
政
権
期
を
除
く
)
を
通
し
て
守
護
の
兼

帯
と
さ
れ
て
い
短
つ
ま
り
,
守
護
の
国
街
掌
握
に
と
っ
て
き
わ
め
て
有
利
な
条

件
が
準
備
さ
れ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
は
'
東
国
型
の
要
素
も
あ
る
｡
西
国
に
お

け
る
守
護
の
在
庁
職
兼
帯
の
例
と
し
て
は
、
若
狭
の
他
に
安
芸
の
在
国
司
・
在
庁

南
北
朝
室
町
期
の
若
狭
守
護
と
国
街

河

村

昭

一

兵
庫
教
育
大
学
第
2
部
(
社
会
系
教
育
講
座
)

Rr艶

兄
部
職
が
著
名
で
あ
る
が
、
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
の
守
護
武
田
氏
は
、

す
で
に
鎌
倉
末
期
に
在
庁
福
島
氏
を
守
護
代
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
街
機
構
を
掌

握
し
た
と
さ
れ
て
い
も
若
狭
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
期
の
国
衝
、
守
護
,
御
家
人
に
関

(
3
)

し
て
は
豊
富
な
研
究
蓄
積
が
あ
る
も
の
の
、
南
北
朝
期
以
降
の
守
護
と
国
街
の
か
か

'
｡
2
)

わ
り
に
つ
い
て
は
へ
ほ
と
ん
ど
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
｡
若
狭
の
守
護
が
建

久
七
年
以
来
税
所
職
を
兼
帯
し
て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
鎌
倉
末
期
に
は
税
所

が
守
護
(
得
宗
)
の
権
威
を
背
景
と
し
て
、
国
街
の
進
止
下
に
あ
っ
た
在
庁
別
名
を

(
3
)

奪
取
し
た
結
果
へ
税
所
領
は
本
来
の
二
倍
以
上
の
約
二
四
〇
町
歩
に
も
達
し
へ
こ
の

(
3
)

税
所
領
も
含
め
た
鎌
倉
末
期
の
「
守
護
領
」
は
七
二
〇
町
歩
を
越
え
て
い
た
｡
た
だ
、

こ
の
鎌
倉
末
期
の
「
守
護
領
」
は
税
所
領
を
除
け
ば
、
南
北
朝
期
に
ま
で
継
承
さ

CS>

れ
た
も
の
は
意
外
に
少
な
い
｡
こ
の
点
は
別
に
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
結
論

の
み
示
せ
ば
、
得
宗
の
跡
職
(
税
所
領
を
除
く
)
で
確
実
に
南
北
朝
期
守
護
領
と

し
て
命
脈
を
保
っ
た
の
は
'
わ
ず
か
に
西
津
荘
と
開
発
保
(
合
計
約
三
五
町
歩
)

(S)

に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
、
南
北
朝
期
の
守
護
領
の
か
な
り
の
部
分
は
税
所
領

で
占
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
だ
け
に
、
当
該
期
守
護
に
と
っ
て
税
所
職
兼

帯
は
計
り
知
れ
な
い
意
義
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
以
下
で
は
、
こ
の
税
所
を
軸
と

し
た
守
護
と
国
街
の
か
か
わ
り
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
守
護
が
い
つ
頃
国
街

を
掌
握
し
得
た
の
か
、
に
迫
っ
て
み
た
い
｡

iff



l
'
南
北
朝
期
の
守
護
と
国
衝

-
税
所
代
海
部
氏
と
守
護

税
所
に
別
名
今
富
名
が
付
属
し
て
い
た
こ
と
は
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
｡
守
護
は

税
所
職
所
有
者
と
し
て
今
富
名
地
頭
職
を
有
し
、
今
富
名
領
主
と
呼
ば
れ
た
｡
今

富
名
領
主
の
も
と
に
は
当
初
代
官
(
最
初
は
税
所
代
)
・
公
文
が
置
か
れ
'
在
庁

宮
人
が
任
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
代
官
職
が
東
国
御
家
人
の
手
に
移
る
と
在
庁
宮
人

は
又
代
官
と
な
っ
た
｡
そ
し
て
そ
の
又
代
官
も
非
在
国
者
の
も
の
に
な
っ
て
い
-

な
か
で
'
お
そ
ら
く
、
弘
安
八
年
(
一
二
八
五
)
置
か
れ
た
(
厳
密
に
は
復
活
さ

れ
た
)
の
が
税
所
代
で
あ
毎
最
初
の
税
所
代
は
多
田
氏
と
思
わ
れ
る
三
郎
左
衛

(
2
)

門
尉
知
国
が
任
じ
ら
れ
た
が
、
正
応
三
年
(
一
二
九
〇
)
か
ら
は
海
部
忠
氏
へ
つ

い
で
そ
の
子
秀
氏
が
在
職
し
て
幕
府
滅
亡
を
迎
え
て
い
る
｡
そ
の
あ
と
は
'
表
I

に
示
し
た
よ
う
に
、
海
部
氏
が
'
一
時
空
白
期
は
あ
る
も
の
の
、
応
永
十
年
(
一

四
〇
三
)
ま
で
の
、
実
に
一
世
紀
以
上
も
の
間
、
忠
氏
以
来
五
代
に
も
わ
た
っ
て

税
所
代
を
世
聾
し
た
の
で
あ
る
｡
海
部
氏
に
つ
い
て
網
野
善
彦
氏
は
、
鎌
倉
期
に

在
庁
宮
人
多
田
氏
と
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も

に
、
海
部
忠
氏
が
税
所
代
に
な
る
前
の
今
富
名
又
代
官
池
田
忠
氏
へ
倉
見
忠
氏
と

海
部
忠
氏
が
同
l
人
で
あ
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
毎
い
ず
れ
に
せ
よ
海
部

氏
が
池
田
、
倉
見
、
多
田
氏
ら
と
同
様
、
在
庁
宮
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違

い
な
い
｡
彼
は
族
的
結
合
を
有
す
る
在
庁
宮
人
の
中
で
、
鎌
倉
末
期
か
ら
頭
角
を

あ
ら
わ
し
、
国
衝
に
お
け
る
地
歩
を
固
め
た
こ
と
に
な
る
が
へ
そ
の
経
緯
に
つ
い

て
は
ま
っ
た
ぐ
不
明
で
あ
る
.

表I南北朝・室町期の若狭守護・税所代等
(一色氏治政期まで)

年 代 守 護
今 雷 名
領 主

税 所 代

元弘 3 (1333)

建武元(1334)

′′ 3 (1336)

貞和 4 (1348)

観応元(1350)

布志那
雅清

洞 院公 賢 多 田 知 直

山 城兼 光

海 部 秀 氏

斯 波 時 家

佐 々 木 道 誉

斯 波 家 兼 ( 時 家 )

桃 井 直 常

大 高 重 成

斯 波 氏 頼

斯 波 高 経

大 高 重 成

( 某 )

大 高 重 成

山 名 時 氏 池 田 藤 左

″ 2 (1351)

文和 3 (1354)

衛 門 子 息

仁 木 義 覚

大 高 重 成

斯 波 家 兼

細 川 清 氏

海 部 忠 泰

貞治 2 (1363)

〝 3 (1364)

′′ 5 (1366)
応安 2 (1369)

4 (1371)

永徳 3 (1383)

嘉慶元(1387)

ノ′ 2 (1388)

明徳 3 (1392)

応永10(1403)

′′13(1406)

石 橋 和 義

斯 波 義 種

一色 範 光

山名 時 氏

海 部 信 泰
同 後 家

山 名

修理亮

一 色

海 部 泰 忠

詮 範

田 所 忠 俊
一 色 満 範

〝 16(1409)

〝 27(1420)
永享6 (1434)

〝 12(1440)

(安倍)

一 色 義 範

( 某 )

注(1)守護の考証は佐藤進一『室町幕府守護制度
の研究』上(東京大学出版会、 1967年)に
拠る(仁木義覚は松浦氏注13論文参照)｡

(2)今富名領主・税所代は「若狭国税所今雷名
領主代々次第」に拠る(税所代某は留守所
下文<オー128ノー214>の花押より判断).

(3)今富名代官・同又代官は割愛したが、それぞ
れ守護代・小守護代の兼務が多い｡

-14-



さ
て
表
I
は
、
国
街
に
お
け
る
海
部
氏
の
卓
越
し
た
地
位
が
南
北
朝
期
を
通
し

て
維
持
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
が
、
守
護
と
の
関
係
で
い
え
ば
、

特
に
在
職
期
間
の
短
い
南
北
朝
初
期
の
歴
代
守
護
は
、
海
部
氏
の
実
力
に
依
存
し

な
が
ら
国
衝
(
税
所
)
の
掌
握
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
｡
し
か
し
'
そ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
守
護
の
海
部
氏
に
対
す
る
寄
生
的
な

関
係
が
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
さ
程
長
-
は
続
か
ず
、
守
護
に
よ
る
税
所
支
配

は
確
実
に
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
｡
観
応
元
年
(
7
三
五
〇
)
山
名
時
氏
が
海
部
秀

氏
を
解
任
し
て
同
じ
在
庁
宮
人
と
思
わ
れ
る
池
田
氏
に
替
え
た
の
は
、
税
所
の
よ

り
直
接
的
掌
握
を
目
指
し
た
措
置
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
も
-
ろ
み
は
'
山
名
が
翌
年

の
観
応
の
擾
乱
で
失
脚
し
た
た
め
頓
挫
し
、
文
和
三
年
(
一
三
五
四
)
細
川
清
氏

の
も
と
で
海
部
秀
氏
の
子
と
思
わ
れ
る
忠
泰
が
税
所
代
に
復
帰
し
た
｡
さ
ら
に
貞

治
三
年
(
二
二
六
四
)
、
か
つ
て
海
部
秀
氏
を
解
任
し
た
山
名
時
氏
が
今
富
名
領

主
に
返
り
咲
い
た
時
へ
忠
泰
の
在
職
を
そ
の
ま
ま
追
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
'

国
街
に
お
け
る
海
部
氏
の
地
位
は
す
で
に
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
｡
し
か
し
、
そ
う
し
た
国
衝
に
お
け
る
海
部
氏
の
地
位
は
、
そ
の
ま
ま

国
街
の
守
護
権
力
に
対
す
る
自
立
性
の
強
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な

い
の
で
あ
っ
て
、
山
名
が
か
つ
て
海
部
秀
氏
を
改
替
し
た
よ
う
に
、
税
所
代
の
任

免
権
は
あ
く
ま
で
税
所
職
所
有
者
(
今
富
名
領
主
)
た
る
守
護
の
手
中
に
あ
っ
た
｡

そ
こ
で
、
海
部
氏
の
地
位
と
は
別
の
視
点
か
ら
、
守
護
権
力
と
国
街
と
の
関
係
を

探
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
｡

2
税
所
職
兼
帯
期
の
守
護
と
国
衝

前
掲
表
I
に
あ
る
よ
う
に
、
貞
治
三
年
か
ら
は
守
護
で
は
な
い
山
名
氏
が
今
盲

名
領
主
と
な
り
へ
守
護
と
今
菖
名
領
主
が
分
離
す
る
｡
山
名
氏
が
税
所
今
富
名
を

領
有
し
た
二
八
年
間
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
へ
以
下
で
は
、
そ

れ
ま
で
の
'
守
護
が
税
所
職
を
兼
帯
し
て
い
た
時
期
の
守
護
と
国
街
の
か
か
わ
り

を
み
て
い
き
た
い
｡

南
北
朝
室
町
期
の
若
狭
守
護
と
国
衝

[
史
料
A
]
(
は
-
一
四
〇
)

魂
群
小
日
代
状
案
河
内
崎
井
落
問
事
」

太
良
保
公
文
禅
勝
切
落
河
内
崎
井
之
由
事
へ
度
々
錐
令
申
候
、
分
明
不
承
御

左
右
候
、
何
様
事
候
哉
、
所
詮
為
寺
家
御
沙
汰
、
御
勘
量
難
儀
候
者
、
不
日

召
給
彼
禅
勝
、
可
礼
明
候
、
若
猶
無
御
承
引
候
者
、
可
仰
上
裁
候
、
此
事
併

依
御
口
入
、
干
今
無
沙
汰
候
之
間
、
自
正
員
方
被
申
子
細
候
之
間
へ
重
令
申

候
へ
是
非
之
様
分
明
承
候
者
、
可
令
存
知
候
、
恐
々
謹
言
、

八
月
十
五
日

沙
滴
定
勝
判

謹
上
多
賀
法
橋
御
房

こ
れ
は
、
「
太
良
保
」
公
文
禅
勝
が
「
河
内
崎
井
」
を
切
り
落
と
し
た
こ
と
に

関
し
て
、
国
街
中
日
代
定
勝
が
東
寺
側
に
善
処
を
求
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
視

さ
れ
た
た
め
へ
場
合
に
よ
っ
て
は
禅
勝
喚
問
や
院
へ
の
提
訴
の
可
能
性
も
あ
り
得

る
こ
と
を
示
唆
し
な
が
ら
、
改
め
て
処
置
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
｡
な
お
、
定
勝

は
後
半
で
「
正
員
方
」
(
日
代
へ
又
は
国
司
カ
)
の
指
示
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ

て
い
る
の
で
へ
こ
の
訴
訟
は
定
勝
よ
り
も
も
っ
と
上
位
者
に
ま
で
達
し
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
る
｡
さ
て
'
こ
こ
に
い
う
「
河
内
崎
井
」
は
'
年
欠
六
月
日
太

良
荘
百
姓
等
申
状
(
オ
ー
二
三
六
)
に
「
右
彼
之
井
(
河
内
崎
井
)
者
、
自
往
古

税
所
今
富
之
役
二
披
立
虞
是
先
例
也
」
と
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
本
来
今
富
名
の

用
水
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
、
禅
勝
の
行
為
の
被
害
者
は
今
富

名
の
百
姓
だ
っ
た
の
で
あ
り
へ
禅
勝
を
告
訴
し
た
の
も
彼
ら
に
違
い
な
い
｡
こ
の

文
書
の
年
代
は
確
定
し
難
い
も
の
の
、
少
な
-
と
も
守
護
の
税
所
職
兼
帯
期
の
も

の
で
あ
る
こ
と
は
は
ぼ
間
違
い
な
壌
と
す
れ
ば
、
税
所
領
の
権
益
が
侵
さ
れ
た

時
の
提
訴
が
、
今
富
名
百
姓
1
税
所
1
小
目
代
1
日
代
(
1
国
司
)
と
い
う
、
い

わ
ば
伝
統
的
な
国
街
の
秩
序
に
沿
っ
て
処
理
さ
れ
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
こ
に
守

護
が
か
か
わ
っ
た
形
跡
は
う
か
が
え
な
い
｡
つ
ま
り
、
税
所
職
を
守
護
に
掌
握
さ

れ
て
い
な
が
ら
も
、
国
街
が
税
所
領
の
紛
争
処
理
に
独
自
の
機
能
を
発
揮
し
得
て

15



い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
｡

(a)

[
史
料
B
]若

狭
国
雑
掌
頼
里
中
初
任
検
往
事

右
検
注
者
、
為
平
均
役
之
処
、
山
西
郷
地
頑
山
西
三
郎
次
郎
対
搾
之
由
、
帯

m
m
>

院
宣
、
雑
掌
就
訴
申
尋
下
之
処
、
如
美
作
左
近
大
夫
将
監
貞
泰
・
田
河
左

衛
門
大
夫
入
道
禅
光
等
去
九
月
十
八
日
・
同
廿
1
日
詩
文
者
、
任
被
仰
下
之

旨
難
相
触
候
、
不
及
散
状
云
々
賀
詞
者
へ
背
度
々
催
促
不
参
之
条
へ
無
理

之
所
致
欺
、
然
別
於
彼
検
注
者
、
任
先
例
可
通
行
之
状
、
下
知
如
件
、

貞
和
元
年
十
l
月
十
七
日

(
足
利
直
義
)

左
兵
衛
督
源
朝
臣
(
花
押
影
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
'
山
西
郷
(
山
門
領
)
地
頭
山
西
三
郎
次
郎
が
国
司
初
任
検
注
を

対
拝
し
た
た
め
、
′
国
司
側
が
こ
れ
を
幕
府
に
訴
え
、
幕
府
は
本
郷
・
田
河
を
両
倭

に
任
じ
て
地
頭
の
召
喚
を
図
っ
て
い
る
｡
こ
こ
で
も
、
税
所
が
当
然
か
か
わ
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
初
任
検
注
(
銭
)
徴
集
に
お
い
て
、
税
所
職
所
有
者
た
る
守
護

(
大
高
重
成
)
が
か
か
わ
っ
た
様
子
は
看
取
し
得
ず
、
あ
く
ま
で
国
司
(
知
行
国

主
)
の
も
と
で
処
理
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
特
に
、
幕
府
が
両
便
を
使
っ
て

こ
の
問
題
を
処
理
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
、
た
と
え

ば
応
永
三
十
四
年
(
T
四
二
七
)
の
尾
張
の
初
任
検
注
に
際
し
て
へ
知
行
国
主
三

宝
院
門
跡
へ
の
納
入
命
令
が
、
幕
府
(
管
領
)
1
守
護
1
守
護
代
1
小
守
護
代
と

ヽ
r
;
)

下
達
さ
れ
て
い
る
の
と
比
べ
る
時
、
貞
和
元
年
(
一
三
四
五
)
の
若
狭
で
は
ま
だ

守
護
権
力
が
初
任
検
注
徴
集
に
介
在
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
想
定

せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
｡

以
上
述
べ
た
事
例
は
、
守
護
に
よ
る
税
所
職
兼
帯
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
街
が

独
自
の
機
能
を
も
ち
な
が
ら
自
立
性
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
'
先
に
ふ
れ
た
ご
と
-
'
大
高
の
次
の
守
護
山
名
が
税
所
代
海
部

秀
氏
の
解
任
を
断
行
し
て
い
る
よ
う
に
、
税
所
に
対
す
る
守
護
の
支
配
は
確
実
に

強
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
、
細
川
清
氏
・
石

橋
和
義
の
代
の
事
例
に
よ
っ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
｡

[
史
料
C
]
(
し
-
二
七
B
)

(
追
而
書
略
)

御
状
之
趣
委
細
披
露
了
、

御
不
審
之
子
細
候
之
間
、

テ
'
切
符
ヲ
出
て
候
ハ
、

面
々
御
不
審
に
て
候
、

〔
延
文
四
年
)

十
月
十
五
日

抑
役
夫
工
米
事
、
先
々
被
進
暦
鷹
御
教
書
案
者
、

早
被
上
候
、
(
中
略
)
自
守
護
方
田
数
ま
て
委
注

是
も
前
々
沙
汰
た
る
事
候
て
、
か
様
に
候
や
う
□

(
中
略
)

禅
舜
(
花
押
)

[
史
料
D
]
(
ツ
ー
二
五
八
)

今
月
十
五
H
御
状
同
十
七
日
到
来
へ
条
々
委
細
拝
見
了
へ
役
夫
工
米
事
度
々

令
注
進
了
、
麿
慮
年
中
御
教
書
荷
案
事
、
故
頚
所
殿
執
筆
に
て
候
間
、
彼
案

文
に
て
こ
そ
、
此
近
年
於
園
問
答
仕
事
に
て
候
、
何
も
園
街
方
沙
汰
、
動
園

や
く
を
か
け
た
か
り
候
之
虞
、
如
此
案
共
御
不
審
事
、
返
々
公
私
歎
入
候
、

ゐ
中
に
て
支
謹
向
後
何
を
於
図
万
之
可
立
申
候
哉
、
次
切
符
事
、
国
の
大
田

文
ま
か
せ
て
切
出
事
に
て
候
、
不
限
当
御
庄
之
口
、
禅
勝
寺
家
進
上
仕
候
大

田
文
二
見
候
欺
、
此
間
於
守
護
方
数
ケ
度
歎
申
候
へ
と
も
へ
重
御
奉
書
候
ハ

て
ハ
不
可
叶
之
由
候
間
、
無
力
事
候
、
既
廿
一
日
必
々
可
乱
入
御
便
五
六
十

16

人
由
候
へ
(
中
略
)

(
延
文
四
年
)

十
月
十
九
日

(
祥
葬
)

公
文
殿

右
の
両
文
書
は
、
延
文
四
年

禅
勝
(
花
押
)

(
一
三
五
九
)
若
狭
に
内
宮
役
夫
工
米
が
課
さ
れ
た

時
、
東
寺
公
文
禅
舜
と
太
良
荘
公
文
禅
勝
が
交
わ
し
た
往
復
書
簡
で
あ
毎
こ
こ

に
は
、
当
時
の
役
夫
工
米
徴
集
の
実
態
が
よ
-
示
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
し
当
り
次

の
点
が
注
意
を
ひ
-
｡
す
な
わ
ち
、
①
役
夫
工
米
の
配
符
(
切
符
)
が
守
護
方
か

ら
出
さ
れ
た
が
、
②
そ
の
配
符
に
は
「
園
の
大
田
文
」
に
任
せ
て
「
田
数
ま
て
委



注
テ
」
あ
り
、
③
免
除
を
訴
え
る
禅
勝
に
対
し
て
守
護
方
は
、
再
度
「
御
奉
書
」

が
出
さ
れ
な
け
れ
ば
叶
わ
な
い
と
突
っ
ぱ
ね
へ
五
、
六
〇
人
の
守
護
使
を
乱
入
さ

せ
る
構
え
を
み
せ
て
納
入
を
迫
っ
て
い
る
｡
要
す
る
に
、
こ
の
役
夫
工
米
徴
集
は

完
全
に
守
護
側
の
手
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

そ
も
そ
も
役
夫
工
米
の
催
徴
は
'
百
瀬
今
朝
雄
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
造
宮
使
の
派
遣
す
る
大
使
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
対
拝
が
あ
っ
た
場
合
に
守

護
使
が
副
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
毎
百
瀬
氏
も
引
用
さ
れ
た
『
師
守
記
』

貞
治
六
年
(
一
三
六
七
)
五
月
二
十
三
日
条
に
、
若
狭
田
井
保
に
対
す
る
役
夫
工

米
議
責
を
中
原
家
か
ら
抗
議
さ
れ
た
際
の
守
護
7
色
氏
在
京
奉
行
小
江
房
の
言
葉

と
し
て
、
「
守
護
使
者
従
大
使
所
為
之
間
、
大
使
退
散
者
同
可
退
之
条
勿
論
也
」

と
見
え
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
、
役
夫
工
米
徴
集
に
お
け
る
守
護
方
の
役
割
は
あ

-
ま
で
納
入
を
実
現
す
る
た
め
の
暴
力
装
置
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
配
符
を

発
給
す
る
こ
と
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
｡
役
夫
工
米
も
含
め
た

段
銭
の
催
徴
・
免
除
権
が
朝
廷
か
ら
幕
府
に
移
っ
た
画
期
に
つ
い
て
は
へ
貞
治
期
へ

(
2
)

康
暦
期
な
ど
の
説
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
催
徴
・
免
除
権
の
あ
り
か
と
は
関
係
な

-
、
在
地
に
お
け
る
催
徴
現
場
の
実
態
は
、
少
な
く
と
も
若
狭
で
は
す
で
に
延
文

期
に
お
い
て
、
守
護
方
が
完
全
に
主
導
権
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
、

守
護
方
が
税
所
の
管
理
す
る
「
園
の
大
田
文
」
に
基
づ
い
て
'
「
田
数
」
を
「
委

注
」
し
た
配
符
ま
で
発
給
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
当
時
の
税
所
は
守
護
権
力
の
完

全
な
掌
握
下
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
へ
史
料
D
の
「
何
も
園
行
方
沙
汰
、
動
園
役
を
か
け
た
か
り
候
」
の

部
分
が
注
目
さ
れ
る
｡
国
役
を
賦
課
徴
集
す
る
の
は
税
所
で
あ
る
か
ら
、
「
圃
衝

方
沙
汰
」
と
は
税
所
の
所
為
に
他
な
ら
な
い
が
、
右
に
み
た
よ
う
に
、
税
所
が
守

護
権
力
に
完
全
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
'
こ
れ
は
守
護
方
の
動
き
と
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
点
を
、
次
の
守
護
石
橋
和
義
の
代
の
例
で
確
認
し
て

み
た
い
｡

南
北
朝
室
町
期
の
若
狭
守
護
と
国
衝

[
史
料
E
]
(
ア
-
三
一
七
)

(

瑞

事

書

)

(

石

絹

和

裁

)

「
太
良
庄
園
衝
事
守
護
状
案
」

東
寺
領
若
狭
回
太
良
庄
園
街
年
貢
以
下
事
、
仁
治
被
庄
号
以
来
無
其
例
之
虞
、

及
讃
貴
之
由
寺
家
歎
申
候
、
何
様
事
哉
、
先
披
尋
究
先
々
例
之
程
、
令
停
止

珂
責
可
注
進
子
細
之
旨
、
可
披
仰
大
平
十
郎
左
衛
門
尉
候
也
、
謹
言
、

(
貞
治
元
年
)

六

月

廿

一

日

判

敷
地
左
衛
門
入
道
殿

[
史
料
F
]
(
は
-
一
三
二
)

(
前
略
)

(

用

途

)

l
、
園
や
-
の
事
よ
り
候
て
、
よ
う
と
う
は
し
め
五
貫
あ
ま
り
入
候
、
又
法

1
t
a
l
良
m
v
v
,

橋
御
房
御
下
候
て
御
も
ん
た
う
、

ち
と
の
こ
御
た
い
め
ん
候
時
も
'

入
候
、
御
ひ
ろ
う
あ
る
へ
-
候
、

(
貞
治
元
年
)

七
月
二
日

東
寺
の
-
も
ん
殿

申
入
候

(

戟

所

符

所

)

さ
い
所
ふ
と
こ
ろ
ひ
ろ
せ
と
の
ゝ
し
き

三
貫
あ
ま
り
入
て
候
、
御
心
た
め
に
申

(
中
略
)

ih

太
良
庄
く
も
ん

熊
王
丸
(
花
押
)

CK)

二
通
と
も
年
欠
な
が
ら
、
関
連
文
書
か
ら
貞
治
元
年
の
も
の
と
み
て
よ
い
｡
こ
れ

ら
に
よ
れ
ば
、
同
年
六
月
、
国
街
は
太
良
荘
に
「
国
衝
年
貢
」
(
F
で
は
「
国
や

-
」
)
を
か
け
て
き
た
o
翌
年
三
月
の
太
良
荘
領
家
方
百
姓
等
申
状
(
し
ー
三
六
)

に
「
可
落
園
街
之
由
在
之
時
」
と
あ
る
よ
う
に
国
衝
領
化
の
策
動
で
あ
る
が
、
こ(祖)

の
時
公
文
熊
王
丸
は
、
お
り
し
も
若
狭
に
下
向
し
て
い
た
所
務
職
讃
岐
法
橋
実
増

と
共
に
「
さ
い
所
ふ
と
こ
ろ
ひ
ろ
せ
と
の
ゝ
し
き
ち
と
の
」
と
交
渉
す
る
T
方
、

京
都
で
も
お
そ
ら
-
在
地
か
ら
の
注
進
を
う
け
て
守
護
石
橋
に
訴
え
た
結
果
へ
E

が
出
さ
れ
た
｡
E
の
宛
人
敷
地
左
衛
門
入
道
は
F
の
「
し
き
ち
と
の
」
の
こ
と
と

思
わ
れ
、
当
時
の
税
所
今
富
名
代
官
で
あ
っ
た
(
今
富
次
第
)
｡
直
接
国
衝
年
貢

の
諸
費
に
当
っ
て
い
た
の
は
大
平
ら
し
い
が
(
E
)
、
F
に
よ
れ
ば
'
熊
王
丸
ら



の
交
渉
相
手
に
な
っ
て
い
た
の
は
敷
地
で
あ
る
か
ら
、
税
所
今
富
名
代
官
の
立
場

に
あ
る
彼
が
「
税
所
符
所
」
の
統
括
責
任
者
と
し
て
こ
の
「
国
や
-
」
徴
集
を
推

進
し
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
(
「
ひ
ろ
せ
と
の
」
に
つ
い
て
は
不
明
)
｡
前
代
の

細
川
清
氏
の
時
「
国
行
方
沙
汰
、
動
撰
役
を
か
け
た
か
り
候
」
と
い
わ
れ
た
の
も
う

実
は
こ
の
よ
う
な
税
所
を
掌
握
し
た
守
護
方
の
活
動
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
0

い
わ
ば
、
税
所
を
完
全
に
手
中
に
し
た
守
護
権
力
が
「
囲
街
沙
汰
」
と
い
う
衣
を

纏
い
つ
つ
、
新
た
な
役
賦
課
を
目
指
す
動
き
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

と
こ
ろ
で
、
南
北
朝
期
の
若
狭
守
護
が
国
衝
に
お
い
て
有
し
て
い
た
在
庁
職
は

税
所
職
の
み
で
あ
る
が
'
国
街
に
は
い
う
ま
で
も
な
-
税
所
以
外
の
「
所
」
が
あ

り
へ
日
代
、
小
目
代
の
も
と
に
統
括
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
当
該
期
の
若
狭

国
衝
全
体
の
構
成
へ
在
庁
宮
人
の
実
態
な
ど
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
に
へ
守
護
に

と
っ
て
税
所
を
掌
握
す
る
こ
と
が
国
街
機
構
全
体
の
掌
握
に
と
っ
て
い
か
な
る
意

義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
に
わ
か
に
は
判
断
で
き
な
い
と
こ
ろ

が
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
貞
和
三
年
(
一
三
四
七
)
羽
賀
寺
に
対
す
る
国
街
領
寄

C
8
)

進
状
が
「
書
生
沙
弥
・
使
頭
木
工
助
」
の
連
署
で
出
さ
れ
た
り
、
応
永
二
十
九
年

若
狭
1
宮
遷
宮
式
で
「
諸
在
庁
」
が
「
直
垂
風
折
」
で
供
を
務
め
て
い
た
り
す
る

の
は
(
守
護
次
第
)
、
ま
だ
在
庁
官
人
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
職
掌
を
も
ち
な
が
ら
国

街
機
構
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
と
す

れ
ば
、
た
と
え
税
所
が
国
街
の
基
幹
を
な
す
と
は
い
え
、
そ
の
掌
握
の
み
を
も
っ

て
た
だ
ち
に
国
街
全
体
の
掌
握
と
み
な
す
こ
と
は
や
は
り
差
し
控
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
｡
そ
し
て
何
よ
り
も
若
狭
の
在
庁
宮
人
に
は
、
鎌
倉
末
期
、
守
護
得
宗
の
権

威
を
背
負
っ
た
税
所
か
ら
多
-
の
別
名
を
奪
取
さ
れ
た
り
、
地
頭
職
を
与
え
ら
れ

ず
に
関
東
御
家
人
か
ら
圧
迫
さ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
毎
税
所
と
他
の
「
所
」
の

在
庁
宮
人
と
の
間
に
は
深
刻
な
対
立
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
周
知
の
よ
う
に
、
鎌

倉
期
の
国
御
家
人
(
多
-
が
在
庁
宮
人
)
の
系
譜
を
引
-
土
着
武
士
は
、
観
応
・

応
安
の
両
度
に
わ
た
り
国
人
表
に
立
ち
上
が
っ
て
い
毎
鎌
倉
初
期
以
来
、
細

工
所
に
付
属
す
る
別
名
細
工
保
の
下
司
職
を
伝
領
し
て
い
た
有
力
在
庁
宮
人
木
崎

ヽ
V
.
i氏

も
応
安
の
l
按
で
7
撰
方
に
属
し
た
l
人
で
あ
る
が
、
細
工
保
は
貞
和
五
年
当

S輔e

時
も
木
崎
三
郎
太
郎
の
当
知
行
す
る
「
在
庁
名
」
と
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
在
庁
宮

人
と
し
て
の
権
益
は
依
然
と
し
て
確
保
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
こ
の
よ

う
に
税
所
か
ら
の
押
領
を
免
れ
た
在
庁
名
を
確
保
し
っ
つ
'
税
所
を
掌
揺
す
る
守

護
権
力
に
は
容
易
に
与
せ
ず
、
自
立
性
を
保
っ
て
い
た
在
庁
宮
人
が
少
な
か
ら
ず

い
た
と
す
れ
ば
、
少
な
-
と
も
応
安
の
国
人
一
授
制
圧
ま
で
は
'
若
狭
国
街
の
政

治
的
統
一
は
実
現
し
て
い
な
か
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
前
節
で
述
べ
た

国
街
に
お
け
る
税
所
代
海
部
氏
の
卓
越
し
た
地
位
と
い
う
の
も
、
実
は
限
定
さ
れ

た
中
で
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡

以
上
要
す
右
に
、
南
北
朝
前
半
期
の
若
狭
守
護
は
'
税
所
職
を
テ
コ
に
税
所
は

ほ
ぼ
完
全
に
自
己
の
権
力
の
う
ち
に
掌
握
し
た
も
の
の
へ
国
衡
機
構
全
体
の
掌
握

ま
で
は
実
現
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

2
山
名
氏
の
税
所
今
書
名
領
有
と
守
護

建
武
政
府
倒
滅
以
後
へ
長
-
守
護
の
兼
帯
と
さ
れ
て
き
た
税
所
今
富
名
は
'
貞

治
三
年
(
一
三
六
四
)
三
月
へ
守
護
(
斯
波
義
種
)
以
外
の
山
名
時
氏
に
与
え
ら

れ
(
表
I
)
、
こ
こ
に
二
八
年
ぶ
り
に
税
所
は
守
護
の
支
配
下
か
ら
除
か
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
｡
山
名
時
氏
は
観
応
の
擾
乱
以
来
直
義
党
、
つ
い
で
直
冬
覚
と
し
て

長
-
反
幕
府
陣
営
に
身
を
置
い
て
き
た
が
、
貞
治
二
年
九
月
、
大
内
弘
世
に
続
い

て
幕
府
に
帰
降
し
'
翌
年
三
月
、
子
息
二
人
を
上
洛
さ
せ
た
｡
今
富
名
を
拝
領
し

た
の
は
こ
の
時
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
帰
降
の
条
件
と
し
て
、
お
そ
ら
く
山
名
側

が
要
求
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
毎
こ
う
し
て
守
護
で
な
い
山
名
氏
が
税

所
今
富
名
を
領
有
す
る
よ
う
に
な
る
と
'
守
護
の
分
国
支
配
に
と
っ
て
大
き
な
障

害
と
な
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
｡
以
下
で
は
そ
の
様
相
を
み
て
い
き
た
い
｡

ま
ず
何
よ
り
も
、
税
所
領
が
守
護
領
か
ら
脱
落
し
て
し
ま
う
こ
と
は
'
守
護
に

と
っ
て
甚
大
な
損
失
で
あ
っ
た
｡
「
は
じ
め
に
」
で
ふ
れ
た
よ
う
に
'
南
北
朝
期
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の
守
護
領
の
相
当
部
分
が
税
所
領
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
へ
そ
の
影
響
は
計
り
知
れ

な
い
｡
ま
た
、
税
所
領
の
中
核
を
な
す
今
音
名
に
は
周
知
の
ご
と
く
小
浜
を
含
ん

で
お
り
、
今
富
名
領
主
に
は
小
浜
の
刀
称
を
通
し
て
「
入
船
馬
足
料
」
を
徴
収
す

る
権
限
が
あ
っ
短
か
か
る
国
内
随
一
の
交
通
の
要
衝
に
対
す
る
支
配
権
ま
で
、

山
名
氏
の
掌
握
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
(
後
掲
表
ォ
0
-

以
上
述
べ
た
経
済
的
損
失
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
国
街
の
「
所
」
と
し
て
の
税

所
が
守
護
の
管
轄
か
ら
外
れ
た
こ
と
の
意
味
も
大
き
か
っ
た
｡
税
所
は
す
で
に
鎌

倉
末
期
に
国
街
の
進
止
下
に
あ
っ
た
「
国
御
祈
祷
所
」
に
付
属
す
る
別
名
常
満
保

を
奪
取
し
(
大
田
文
来
往
)
、
常
満
保
供
僧
職
補
任
権
を
も
っ
て
い
た
｡
す
で
に

網
野
氏
や
河
昔
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
ご
と
毎
鎌
倉
期
の
常
満
保
供
僧

は
一
二
宮
社
務
牟
久
氏
や
こ
れ
と
婚
姻
関
係
を
も
つ
在
庁
宮
人
多
田
氏
ら
か
ら
多

く
輩
出
し
へ
そ
の
常
満
保
供
僧
の
中
に
は
国
分
寺
の
供
僧
・
小
別
当
や
小
浜
八
幡

宮
祢
宜
を
兼
ね
る
者
が
い
た
よ
う
に
、
国
街
レ
ベ
ル
の
仏
事
興
行
を
担
う
供
僧
で

あ
っ
た
｡
山
名
氏
の
代
の
税
所
今
音
名
関
係
文
書
を
ま
と
め
た
表
Ⅱ
に
よ
る
と
'

常
満
保
供
僧
職
の
補
任
が
二
例
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
'
今
富
名
内
の
竹
原
天
満

宮
供
僧
職
の
補
任
や
'
寄
進
地
の
安
堵
な
ど
も
今
音
名
領
主
の
所
掌
で
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
｡
こ
の
他
へ
鎌
倉
期
に
は
ま
だ
税
所
の
管
理
下
に
は
入
っ
て
い
な

か
っ
た
国
分
寺
が
、
遅
く
と
も
文
和
三
年
(
1
三
五
四
)
に
は
税
所
今
富
名
の
中

(

S

)

諭

)

に
含
め
ら
れ
、
同
寺
供
僧
職
も
税
所
の
進
止
下
に
あ
っ
た
し
、
小
浜
八
幡
宮
・
日

吉
社
・
賀
茂
社
の
祢
宜
の
進
止
権
も
す
で
に
鎌
倉
末
期
に
国
街
か
ら
税
所
に
移
っ

て
い
た
(
大
田
文
来
往
)
｡
後
述
す
る
よ
う
に
、
税
所
代
海
部
信
泰
が
「
国
中
神

事
奉
行
」
を
務
め
た
の
は
、
ま
さ
に
か
か
る
税
所
の
も
つ
機
能
か
ら
す
れ
ば
、
至

極
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
｡
か
-
し
て
、
こ
の
時
期
の
守
護
は
税
所

の
も
つ
仏
神
事
興
行
機
能
を
も
ま
た
失
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
.

と
こ
ろ
が
、
永
和
三
年
(
T
三
七
七
)
へ
守
護
l
色
範
光
は
八
幡
宮
・
上
下
宮

(
一
二
宮
)
の
流
鏑
馬
神
事
を
'
地
頭
御
家
人
役
を
課
し
な
が
ら
敢
行
し
た
の
で

南
北
朝
室
町
期
の
若
狭
守
護
と
E
g
l
街

山名氏領有下の税所今書名関係文書表Ⅱ

(貞治3年～明徳2年)
N 0- 日 付 発 給 人 宛 人 形 式 内 容 出 典

1 応安元 . 閏 6 . ll 右衛 門尉 (篠 沢光永 ) 讃岐房教尊

当社供僧

直状 常満 保供 僧文力名名主職 の

補任 (所 令稀彼職也 )

税所 今富領 内天満宮へ の寄

進 畠打渡 (御 寄進之鹿也 )

竹原 天神 社への故大殿 (山

名 時氏) の寄進田を め ぐる

京都 での相論裁決を承 けた

打渡 (御 奉書如此 )

常 満保供僧文力名名主職 の

宛 行 (所被宛行目‥‥也 )

税所 今富内天満供僧職 をめ

ぐる相論裁決を承 けた打渡

(仇 執達 如件 )

N 0.5 の連行 (去月廿五 日如

元被 宛行上者 )

臨川 寺領年貢の小浜津馬 足

課役 免除につ き勘過

小浜 津での塩川寺領年賀 に

対す る馬足料停止

神宮寺 12

2

3

4

′′ 2 . i . 25

永和 2 . 1 0. 26

′′ 5 . 2 . 5

源 久家 .

左衛門尉信奉 (海部)

沙弥

左衛門尉 (海部信泰)

奉書

′′

ノ′

〟

′′

〟

′′

羽賀寺 7

" 8

神宮寺 15

5

6

永徳 3 . 10ー2 5

ll . 6

加賀守 (高木理宗 )

左衛 門尉 (海部信泰 )

羽賀寺 9

10

7

8

康安元 12 . 5

′′ 1 2 . 27

左衛 門佐 (斯 波義将 )

′′

山名虎石

山名左京大夫

入道跡

天龍寺 14

′′ 15

荏(1)発給人のうち、篠沢光永・高木理宗は税所今宮名代官、海部信泰は税所代、斯波義将は幕府管領｡
(2)形式は、書止文言にはこだわらず、文中に上意を承けている旨の文言があればすべて奉書とした｡

(3)出典は、 F福井県史J資料編9 (Na7・8のみF福井県史』資料編2)の文書番号を示したo
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(
8
)

あ
る
｡
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
以
前
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
太

良
荘
が
こ
の
流
鏑
馬
役
免
除
を
獲
得
す
る
ま
で
の
経
緯
の
中
で
、
重
要
な
次
の
点

を
確
認
す
る
に
と
ど
め
た
い
.
す
な
わ
ち
、
①
流
鏑
馬
役
賦
課
の
主
導
権
は
あ
く

ま
で
守
護
方
(
守
護
代
)
に
あ
る
も
の
の
、
②
役
賦
課
の
基
礎
と
な
る
帳
簿
は
税

所
の
管
理
下
に
あ
り
、
守
護
は
免
除
申
請
が
あ
る
と
税
所
に
先
例
を
「
尋
」
ね
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ば
か
り
か
'
③
神
事
の
実
施
に
あ
た
っ
て
そ
の
実
務
を
担

当
し
た
と
思
わ
れ
る
「
国
中
神
事
奉
行
」
は
税
所
代
海
部
信
泰
の
兼
務
す
る
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
、
と
い
う
三
点
で
あ
る
｡

こ
の
流
鏑
馬
神
事
は
'
応
安
の
国
人
一
按
を
制
圧
し
た
一
色
氏
が
、
国
人
、
お

よ
び
自
己
の
支
配
権
の
及
ば
な
い
税
所
を
含
め
た
国
衝
に
対
し
て
、
そ
の
権
力
を

誇
示
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
国
街
の
仏
神
事
興
行
の
ノ

ウ
ハ
ウ
を
山
名
氏
の
支
配
下
に
あ
る
税
所
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
必
ず
し

も
十
分
な
主
導
権
が
発
揮
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
｡
太
良
荘
が
、
東
寺
が
守

護
代
の
買
収
に
用
意
し
た
二
倍
以
上
も
の
礼
銭
を
税
所
代
海
部
に
支
払
う
こ
と
に

(?)

よ
っ
て
、
結
局
こ
の
流
鏑
馬
役
を
免
除
さ
れ
た
事
実
は
へ
結
果
的
に
み
て
、
守
護

権
力
の
企
図
が
税
所
代
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
｡
こ
の
よ
う
に
、

税
所
の
も
つ
仏
神
事
に
関
す
る
機
能
も
ま
た
、
守
護
の
管
国
支
配
に
少
な
か
ら
ざ

る
意
味
を
も
っ
た
と
い
え
よ
う
｡

と
こ
ろ
で
、
税
所
の
本
来
の
機
能
は
大
田
文
に
基
づ
く
諸
役
の
徴
集
に
あ
っ
た

が
、
こ
の
面
で
守
護
が
被
る
影
響
も
ま
た
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

[
史
料
G
]
(
教
護
六
四
一
)

(賀)□
茂
造
替
井
公
家
進
等
要
脚
[
]

合
太
良
保
田
数
廿
五
丁
八
反
四
十
歩
者
反
別
五
十
文
宛
定

(

右

)

(

日

)

□
任
至
徳
四
年
八
月
廿
二
日
御
教
書
井
同
十
月
□
□
御
施
行
之
旨
、
今
月
廿

1†、

五
日
以
前
可
披
進
済
、
若
過
日
限
者
、
任
御
車
書
之
旨
、
可
人
口
論
使
之
由

状
如
件
へ

嘉
慶
元
年
十
月
十
五
日

(
花
押
)

-
(
花
押
)

こ
の
段
銭
配
符
の
花
押
は
、
小
守
護
代
武
田
重
信
(
輿
)
と
在
国
奉
行
浄
玖
(
日

ォ
)

下
)
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
守
護
一
色
氏
の
手
で
出
さ
れ
た
こ
と
は
間
違

(
4
)

い
な
い
｡
と
こ
ろ
が
、
同
じ
段
銭
が
翌
年
へ
も
し
-
は
翌
々
年
に
課
さ
れ
た
時
は
、

次
の
よ
う
な
留
守
所
下
文
が
出
さ
れ
た
｡

[
史
料
H
]
(
ネ
ー
二
四
〇
)

留

守

所

下

(

公

家

)

(
マ
,
)・

・
-
志
A
:
^
浩

太
良
保
□
□
丁
二
反
百
九
十
歩

右
任
徹
教
書
之
旨
、
今
月
廿
日
以
前
[

]
如
件
、

嘉
慶
[

・--:, '高/]
若
於
難
渋
在
所
[

(
花
押
)

]
-

先
の
一
色
氏
に
よ
る
配
符
は
、
大
田
文
に
お
け
る
太
良
保
の
総
田
数
を
対
象
と
し

て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
留
守
所
下
文
で
は
定
田
数
を
載
せ
て
い
毎
こ
の
よ

う
に
へ
幕
府
段
銭
の
徴
集
に
際
し
て
、
賦
課
対
象
田
積
を
異
に
す
る
二
つ
の
配
符
へ

す
な
わ
ち
守
護
か
ら
の
配
符
と
国
街
か
ら
の
留
守
所
下
文
が
、
一
年
余
り
を
隔
て

て
出
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
当
時
の
若
狭
に
ま
っ
た
-
異
な
る
二
つ
の
段
銭
徴
集

シ
ス
テ
ム
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
O
山
名
氏
が

所
持
し
て
い
た
の
は
税
所
職
の
み
で

あ

る

を
含
む
三
人
の
連
署
に
な
る
も
の
で
あ
っ

て品が
ヽ) ヽ

留
守
所
下
文
は
、
日
代
、
税
所
代

そ
の
発
給
は
日
代
以
下
国
街
留
守

所
全
体
の
権
力
行
使
で
あ
る
｡
つ
ま
り
、
国
衝
機
構
は
全
体
と
し
て
守
護
所
と
は

別
個
の
自
立
し
た
権
力
体
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
え
る
｡

応
安
二
年
(
一
三
六
九
)
、
国
衝
日
代
が
別
名
岡
安
名
の
正
税
を
、
同
名
地
頭



職
を
持
つ
天
龍
寺
を
無
視
し
て
直
接
徴
収
し
よ
う
と
し
た
と
し
て
天
龍
寺
か
ら
訴

(
3
)

え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
国
街
が
ま
だ
自
律
的
な
権
力
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
｡
た
だ
、
同
時
に
こ
の
時
幕
府
は
日
代
の
「
達
乱
」
停
止
を
守
護
一
色
範

光
に
命
じ
て
い
る
よ
う
に
、
国
街
に
対
す
る
守
護
の
統
制
権
が
幕
府
に
よ
っ
て
認

め
ら
れ
て
い
-
中
で
、
守
護
の
優
位
性
が
高
め
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

し
か
し
、
税
所
に
対
す
る
支
配
権
が
山
名
氏
の
手
中
に
あ
る
限
り
、
若
狭
守
護
が

国
街
機
構
を
完
全
に
吸
収
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
｡

二
、
守
護
の
国
衝
掌
握

-
一
色
氏
に
よ
る
国
衝
掌
握

守
護
一
色
氏
の
若
狭
支
配
に
と
っ
て
大
き
な
障
壁
と
な
っ
て
い
た
山
名
氏
の
税

所
今
富
名
領
有
は
、
明
徳
の
乱
に
よ
っ
て
一
応
取
り
除
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

す
な
わ
ち
、
こ
の
乱
で
一
色
詮
範
・
満
範
父
子
は
山
名
氏
清
を
討
ち
取
る
功
を
あ

げ
、
明
徳
三
年
(
7
三
九
二
)
満
範
が
丹
後
守
護
職
を
、
詮
範
が
若
狭
税
所
今
富

名
を
拝
領
し
た
の
で
あ
る
｡
詮
範
は
こ
の
時
「
凡
守
護
ノ
事
ハ
先
代
ノ
職
タ
-
、

此
在
所
ノ
事
ハ
分
国
ノ
内
ノ
大
庄
ナ
ル
間
、
殊
二
畏
由
ヲ
申
」
し
た
と
い
毎
そ

の
真
偽
は
別
に
し
て
、
詮
範
の
心
中
を
正
確
に
伝
え
る
も
の
と
い
え
よ
う
｡
こ
う

し
て
宿
原
の
税
所
今
富
名
を
獲
得
し
た
一
色
氏
で
あ
る
が
、
国
衝
が
彼
の
若
狭
支
醍

機
構
に
一
画
を
占
め
て
機
能
し
始
め
る
ま
で
に
は
、
今
少
し
の
時
間
を
要
し
た
｡

[
史
料
I
]
(
ア
1
)

た
ら
の
し
や
う

御
要
脚
若
狭
図
反
銭
事

太
良
荘
田
数
十
七
丁
二
反
百
九
十
歩

一
反
別

百
文

宛
定

右
今
月
廿
日
以
前
可
有
其
沙
汰
、
若
在
無
沙
汰
之
在
所
者
、
童
謡
之
使
可
遂

入
部
之
状
如
件
、

鷹
永
五
年
六
月
十
三
日

(
花
押
)

(
花
押
)

右
の
二
つ
の
花
押
は
、
目
下
の
が
小
守
護
代
武
田
長
盛
へ
奥
の
が
在
国
奉
行
浄
玖

の
も
の
と
推
察
さ
れ
毎
こ
の
二
人
が
段
銭
な
ど
の
諸
役
徴
集
に
か
か
わ
っ
て
い

た
こ
と
は
、
応
永
十
一
一
年
(
一
四
〇
五
)
、
こ
の
二
人
の
連
署
で
明
通
寺
に
寺
田

の
「
段
銭
諸
役
」
免
除
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
毎
こ
の
小
守
護

代
と
在
国
奉
行
の
二
人
が
段
銭
徴
集
に
あ
た
る
体
制
は
'
実
は
税
所
が
山
名
氏
の

支
配
下
に
あ
っ
た
時
か
ら
見
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
(
史
料
G
)
、
一
色
氏
は
税
所

の
支
配
権
を
得
て
か
ら
も
、
前
代
か
ら
の
方
式
を
変
え
る
こ
と
な
く
踏
襲
し
て
い

た
こ
と
に
な
毎
そ
の
こ
と
自
体
は
こ
と
さ
ら
問
題
視
す
る
必
要
は
な
い
か
も
知

れ
な
い
が
、
一
色
氏
は
こ
の
あ
と
、
段
銭
賦
課
に
際
し
て
は
必
ず
留
守
所
下
文
を

使
用
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
'
史
料
I
の
ご
と
き
段
銭
配
符
の

存
在
は
、
一
色
氏
が
ま
だ
国
街
留
守
所
を
自
己
の
段
銭
徴
集
機
関
と
し
て
機
能
さ

せ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
の
反
映
と
み
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
｡

応
永
四
年
へ
若
狭
国
街
が
太
良
荘
を
国
街
領
に
落
と
そ
う
と
し
た
た
め
へ
東
寺

は
若
狭
国
務
を
管
掌
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
後
亀
山
上
皇
に
訴
え
て
、
安
堵
の
院

宣
を
得
て
い
毎
こ
の
国
衝
の
動
き
は
,
あ
た
か
も
貞
治
元
年
(
l
三
六
二
)
、

時
の
今
富
名
代
官
敷
地
ら
守
護
勢
力
が
税
所
を
通
じ
て
太
良
荘
に
国
役
を
課
し
た

の
と
同
じ
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
時
は
東
寺
は
守
護
石
橋
に
訴
え
て
い
た
の
に

対
し
て
、
こ
の
度
は
後
亀
山
上
皇
に
訴
え
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
こ
の
国
衝
の
動

き
は
、
守
護
方
の
策
動
と
い
う
よ
り
も
、
国
衝
留
守
所
自
身
の
自
律
的
行
動
と
み

る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
こ
の
よ
う
に
国
街
が
ま
だ
自
立
性
を
保
持
し
、
守
護

権
力
の
も
と
に
完
全
に
は
包
摂
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
故
に
へ
l
色
氏
は
段
銭
配

符
に
留
守
所
下
文
が
使
え
ず
'
旧
来
の
方
式
を
と
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

一
色
氏
が
段
銭
配
符
と
し
て
留
守
所
下
文
を
出
す
よ
う
に
な
る
初
見
例
は
、
管

見
の
限
り
、
応
永
十
四
年
で
あ
る
｡

[
史
料
J
]
(
ツ
ー
九
七
)

サ
蝣
蝣

「
太
良
庄
田
銭
配
荷
案
文
」
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留
守
所
下

太
良
保
廿
五
丁
八
反
四
十
歩

右
一
反
別
五
十
文
宛
事
へ
任
田
数
今
月
七
日
以
前
可
有
其
沙
汰
、
若
過
五
ケ

日
於
難
渋
在
所
者
、
以
記
章
使
可
有
催
促
之
状
如
件
、

磨
永
十
四
年
二
月
三
日

-
-
1
⊥
仕
判

日

代

-

(S)

こ
の
配
符
に
い
う
「
田
銭
」
は
一
色
氏
の
守
護
段
銭
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

こ
こ
に
7
色
氏
は
'
自
身
の
守
護
段
銭
を
国
街
留
守
所
の
名
に
お
い
て
徴
す
る
に

至
っ
た
の
で
あ
り
へ
そ
れ
は
国
街
機
構
が
完
全
に
守
護
権
力
の
も
と
に
包
摂
さ
れ

た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡
ち
な
み
に
へ
こ
れ
よ
り
四
年
前
に
、
そ
れ
ま
で
l
世
紀

以
上
も
の
間
へ
ほ
と
ん
ど
税
所
代
職
を
独
占
し
て
き
た
海
部
氏
を
更
迭
し
へ
そ
の

姓
か
ら
推
し
て
海
部
氏
と
同
じ
在
庁
宮
人
と
目
さ
れ
る
田
所
(
安
倍
)
氏
に
替
え

て
い
る
(
前
掲
表
I
)
｡
こ
の
税
所
代
交
替
に
は
権
力
闘
争
の
要
素
も
な
い
と
は

o

い
え
な
い
と
し
て
も
、
守
護
l
色
氏
に
よ
る
醤
衛
の
吸
収
を
象
徴
す
る
出
来
事
で

あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡

こ
れ
以
後
の
段
銭
配
符
は
'
永
享
十
二
年
(
一
四
四
〇
)
以
降
の
武
田
氏
の
代

も
含
め
て
、
伝
存
し
て
い
る
二
二
点
(
最
後
は
寛
正
六
年
(
一
四
六
五
V
I
ツ
ー

一
四
七
-
)
の
す
べ
て
が
留
守
所
下
文
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
は
幕
府
段
銭
に
関
す

る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
'
史
料
J
が
守
護
段
銭
の
配
符
と
思
わ
れ
る
よ
う

に
、
守
護
段
銭
も
同
じ
シ
ス
テ
ム
で
賦
課
徴
集
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
｡
武
田
氏
の

代
の
例
で
あ
る
が
'
「
抑
今
度
之
段
銭
御
事
、
(
中
略
)
さ
い
所
よ
り
大
使
を
被

聖
牌
瓦

入
候
て
'
講
責
を
い
た
さ
れ
候
」
と
太
良
荘
百
姓
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
段
銭

の
徴
集
使
と
し
て
し
ば
し
ば
文
書
に
見
え
る
「
大
使
」
は
、
税
所
に
属
し
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
.
こ
の
よ
う
に
税
所
は
l
色
氏
、
武
田
氏
の
代
を
通
じ
て
段
銭

徴
集
機
関
と
し
て
領
国
支
配
の
重
要
な
l
翼
を
担
っ
た
の
で
あ
毎

2
戦
国
期
の
税
所

最
後
に
、
戦
国
期
の
税
所
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
｡
室
町
期
に
海

部
氏
の
あ
と
税
所
代
に
な
っ
た
安
倍
(
田
所
)
氏
が
'
い
つ
ご
ろ
ま
で
そ
の
地
位

を
保
っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
永
正
二
年
(
一
五
〇
五
)
に
は
、
永
井
孫
右

衛
門
尉
国
基
な
る
者
が
、
そ
の
知
行
分
「
荷
所
給
田
畠
屋
敷
等
」
を
武
田
元
信
か

ら
開
所
と
さ
れ
て
い
毎
し
か
し
、
天
文
二
十
年
(
云
五
l
)
に
な
っ
て
武
田

信
豊
は
、
こ
の
跡
職
を
「
以
先
祖
之
筋
目
、
為
新
治
」
て
永
井
左
京
進
に
宛
行
っ

て
い
毎
そ
の
際
,
永
井
の
所
職
は
「
文
(
符
)
所
役
」
と
称
さ
れ
て
お
り
,
彼

の
任
務
(
権
限
)
は
段
銭
賦
課
に
際
し
て
配
符
を
「
為
一
人
」
て
入
れ
る
、
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
永
井
氏
は
別
の
史
料
で
は
「
税
所
代
」
と
呼
ば
れ
て
お

CB)り
、
右
に
い
与
彼
の
任
務
か
ら
み
て
も
、
ま
さ
し
く
そ
の
地
位
は
、
か
つ
て
の
海

部
氏
、
安
倍
氏
の
そ
れ
を
継
承
す
る
も
の
と
い
え
る
｡
事
実
、
永
井
氏
の
活
動
を

み
る
と
、
税
所
今
富
名
に
属
す
る
能
登
浦
の
寺
社
別
当
・
祢
宜
職
補
任
や
田
地
安

鞠
'
国
司
初
任
検
注
の
系
譜
靖
-
「
御
勘
料
銭
」
の
教
範
さ
ら
に
は
,
国
祈

祷
所
常
満
保
供
僧
職
補
任
な
ど
、
い
ず
れ
も
税
所
代
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
ば

か
り
で
あ
る
｡
特
に
,
戦
国
大
名
武
田
氏
の
重
視
し
た
段
鉛
が
徴
集
機
関
と
し
て

そ
の
役
割
は
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
戦
国
期
の
若
狭
に
は
「
荷
所

田
数
」
な
る
用
語
が
あ
っ
て
'
こ
れ
は
段
銭
の
賦
課
対
象
と
な
る
田
数
の
こ
と
で

あ
る
が
,
大
田
文
の
田
数
と
は
必
ず
し
も
姦
し
な
壌
つ
ま
り
、
当
時
の
税
所

に
は
大
田
文
に
何
ら
か
の
修
正
を
加
え
た
段
銭
帳
簿
が
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
が

あ
る
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
、
戦
国
大
名
武
田
氏
の
も
と
に
お
け
る
税
所
は
'
け
っ
し

て
形
骸
化
し
た
過
去
の
残
樺
で
は
な
-
、
領
国
支
配
の
一
端
を
担
う
重
要
な
実
務

機
関
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

む

す

び

小
稿
で
明
ら
か
に
し
得
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
乏
し
-
、
若
狭
国
行
が
守
護
権
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力
に
吸
収
さ
れ
た
時
期
を
応
永
十
～
十
四
年
頃
と
推
定
し
、
畿
内
近
国
の
守
護
に

と
っ
て
国
衛
の
掌
握
が
か
な
り
の
困
難
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
事
例

を
提
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
｡
税
所
お
よ
び
税
所
領
が
南
北
朝
後
半
期
に
守
護
以
外

の
山
名
氏
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
応
安
の
国
人
丁
按
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ま
で
反
守
護
の
立
場
を
貫
い
て
き
た
在
庁
宮
人
も
最
終
的
に
一
掃
さ
れ
、

明
徳
三
年
に
は
税
所
職
も
守
護
一
色
氏
の
も
の
と
な
っ
た
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
そ
の
後
一
〇
年
間
程
国
街
の
自
立
性
が
保
た
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
い
っ
た
い
何
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
明
確
な
解
答

を
見
出
し
得
な
辱
ま
た
、
税
所
が
戦
国
大
名
武
田
氏
の
も
と
で
も
そ
の
機
能
を

維
持
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
の
点
は
、
武
田
氏
の
領
国
支
配
機
構
全

体
の
中
に
位
置
付
け
た
上
で
評
価
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
い

ず
れ
も
今
後
の
宿
題
と
し
た
い
｡

a
t

(
-
)
峰
岸
純
夫
「
上
州
l
按
と
上
杉
氏
守
護
領
国
体
制
」
(
『
歴
史
学
研
か
ご
二
八
四
号
)
、

杉
山
博
「
守
護
領
国
制
の
展
開
」
(
旧
版
『
岩
波
講
座
E
I
]
本
歴
史
』
7
t
l
九
六
三
年
)
.

(
2
)
羽
下
徳
彦
「
越
後
に
於
る
守
護
領
国
の
形
成
」
(
『
史
学
雑
誌
』
六
八
-
八
へ
の
ち

阿
部
洋
輔
編
『
上
杉
氏
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
へ
一
九
八
四
年
へ
所
収
)
0

(
3
)
上
村
喜
久
子
「
国
人
層
の
存
在
形
態
」
(
『
史
学
雑
誌
』
七
四
-
七
)
0

(
4
)
岸
田
裕
之
「
守
護
赤
松
氏
の
播
磨
国
支
配
の
発
展
と
国
衝
」
(
『
史
学
研
究
』
一
〇

四
・
一
〇
五
号
、
の
ち
同
『
大
名
領
国
の
構
成
的
展
開
』
吉
川
弘
文
館
へ
一
九
八
三
年
へ

所
収
)
0

(
5
)
黒
川
直
則
「
守
護
領
国
制
と
荘
園
体
制
」
(
『
日
本
史
研
究
』
五
七
号
、
の
ち
岸
田

裕
之
編
F
.
中
国
大
名
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
l
九
八
四
年
、
所
収
)
0

(
6
)
こ
れ
ら
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
へ
田
沼
睦
「
室
町
幕
府
と
守
護
領
国
」
(
旧
版
『
講

座
日
本
史
』
3
、
東
京
大
学
出
版
会
へ
t
九
七
〇
年
へ
所
収
)
、
同
「
室
町
幕
府
・
守

南
北
朝
室
町
期
の
若
狭
守
護
と
国
街

護
・
国
人
」
(
新
版
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
7
、
一
九
七
六
年
)
の
整
理
に
よ
る
｡

(
7
)
岸
田
氏
注
4
前
掲
論
文
｡

(
8
)
室
町
期
の
若
狭
国
務
管
掌
者
は
後
亀
山
院
と
推
定
さ
れ
(
注
5
0
参
照
)
へ
南
北
朝
期

も
皇
室
領
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
、
確
証
は
な
い
｡

(
9
)
「
若
狭
国
守
護
職
次
第
」
「
若
狭
国
税
所
今
富
名
領
主
代
々
次
第
」
(
と
も
に
『
群

書
類
従
』
補
任
部
へ
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
守
護
次
第
」
「
今
富
次
第
」
と
略
記
)
0

(
2
)
松
岡
久
人
「
大
内
氏
の
発
展
と
そ
の
領
国
支
配
」
(
魚
澄
惣
五
郎
編
『
大
名
領
国
と
城

下
町
』
柳
原
書
店
、
一
九
五
七
年
)
へ
石
井
進
『
日
本
中
世
国
家
史
の
研
究
』
(
岩
波

書
店
、
l
九
七
〇
年
)
三
六
四
～
三
七
l
頁
・
四
一
六
～
四
二
二
頁
へ
『
広
島
県
史
』

中
世
へ
六
六
～
七
五
な
ど
参
照
｡

c
=
o
『
広
島
県
史
』
中
世
へ
三
二
八
頁
｡

(
2
)
鎌
倉
期
の
若
狭
を
扱
っ
た
主
要
な
研
究
と
し
て
は
'
石
井
氏
注
1
0
前
掲
書
の
他
に
へ

田
中
稔
「
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
度
の
一
考
察
」
(
石
母
田
正
・
佐
藤
進
一
編
『
中
世
の

法
と
国
家
』
東
京
大
学
出
版
会
へ
一
九
六
〇
年
、
所
収
、
の
ち
同
『
鎌
倉
幕
府
御
家
人

制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
へ
一
九
九
一
年
へ
所
収
)
、
網
野
善
彦
「
中
世
に
お
け
る

婚
姻
関
係
の
l
考
察
(
『
地
方
史
研
究
』
l
〇
七
号
)
、
同
『
中
世
荘
園
の
様
相
』

(
塙
書
房
へ
一
九
六
六
年
)
へ
河
音
能
平
「
若
狭
国
鎮
守
一
二
宮
縁
起
の
成
立
」
(
『
八

代
学
院
大
学
紀
要
』
一
巻
、
の
ち
同
『
中
世
封
建
制
成
立
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
へ

l
九
七
l
年
へ
所
収
)
な
ど
が
あ
る
｡

(
2
)
南
北
朝
・
室
町
期
の
若
狭
の
守
護
支
配
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
網
野
氏
注
1
2
前

掲
書
の
他
へ
黒
田
俊
雄
・
井
ケ
田
良
治
「
若
狭
国
太
良
庄
」
(
柴
田
実
編
『
庄
園
村
落

の
構
造
』
創
元
社
、
l
九
五
五
年
)
へ
井
ケ
田
良
治
r
庄
園
制
の
崩
壊
過
程
」
(
『
同
志
社

法
学
』
四
五
号
)
へ
奥
富
敬
之
「
若
狭
国
守
護
領
国
制
成
立
過
程
の
一
考
察
」
(
『
民
衆

史
研
究
』
二
号
)
へ
小
川
信
『
足
利
一
門
守
護
発
展
史
の
研
究
』
(
吉
川
弘
文
館
へ

一
九
八
〇
年
)
一
五
二
～
九
頁
・
四
三
五
～
六
五
な
ど
、
松
浦
義
則
「
南
北
朝
期
の
若

狭
太
良
荘
と
守
護
支
配
」
(
『
福
井
県
史
研
究
』
四
号
)
へ
外
岡
慎
一
郎
「
一
四
～
一
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五
世
紀
に
お
け
る
若
狭
国
の
守
護
と
国
人
」
(
『
敦
賀
論
叢
』
(
敦
賀
女
子
短
期
大
学

紀
要
)
五
号
)
な
ど
が
あ
り
へ
私
に
も
「
南
北
朝
室
町
初
期
の
若
狭
守
護
代
小
笠
原
氏

に
つ
い
て
」
(
『
兵
庫
教
育
大
学
研
究
紀
要
』
九
巻
)
へ
「
室
町
期
の
若
狭
守
護
代
三

方
氏
の
動
向
」
(
同
へ
1
0
巻
)
な
ど
若
干
の
拙
論
が
あ
る
が
'
い
ず
れ
も
国
衛
の
掌

盤
を
特
に
問
題
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡

(
S
)
東
寺
百
合
文
書
ユ
函
一
二
号
、
文
永
二
年
十
一
月
日
若
狭
国
惣
田
数
帳
案
(
以
下
「
大

田
文
」
と
記
す
)
｡
こ
れ
は
『
福
井
県
史
』
資
料
編
2
(
以
下
『
県
史
』
2
'
の
ご
と

く
略
記
)
に
収
め
る
が
'
同
書
や
『
東
寺
文
書
』
(
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
)
に
収

め
る
も
の
も
含
め
て
、
東
寺
百
合
文
書
は
す
べ
て
「
ユ
ー
l
二
」
の
ご
と
-
、
京
都
府

立
総
合
資
料
館
編
『
東
寺
百
合
文
書
目
録
』
の
函
名
と
文
書
番
号
の
み
に
よ
っ
て
示
す
｡

(
」
)
石
井
氏
注
川
前
掲
書
へ
四
二
二
～
四
一
≡
頁
｡

(
2
)
拙
稿
「
南
北
朝
期
の
若
狭
守
護
領
一
銀
倉
末
期
得
宗
領
か
ら
の
継
承
を
め
ぐ
っ
て
-
」

(
『
若
越
郷
土
研
究
』
三
六
-
六
)
0

(
t
o
「
守
護
次
第
」
に
よ
れ
ば
元
弘
三
年
八
月
守
護
と
な
っ
た
布
志
那
雅
清
の
も
と
の
守

(

代

*

<

蝣

!

'

蝣

:

護
代
に
つ
い
て
「
開
発
は
か
り
に
て
守
護
職
村
山
殿
給
之
へ
西
津
多
烏
浦
八
蔵
谷
左
衛

門
三
郎
給
之
」
と
す
る
｡
こ
れ
は
守
護
代
職
が
村
山
と
蔵
谷
の
二
人
に
分
割
さ
れ
た
こ

と
を
示
す
が
、
こ
こ
に
は
開
発
保
と
西
津
荘
(
多
烏
浦
を
含
む
)
し
か
あ
げ
ら
れ
て
お

ら
ず
へ
し
か
も
「
開
発
は
か
り
」
「
西
津
多
烏
ハ
」
と
い
う
助
詞
の
使
い
方
か
ら
、
こ

の
二
つ
の
所
領
が
守
護
領
の
す
べ
て
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
(
前
注
拙
稿
)
0

(
S
)
「
今
富
次
第
」
に
よ
れ
ば
'
建
久
七
年
～
建
仁
三
年
の
「
税
所
代
」
五
代
と
、
建
仁

三
年
～
寛
喜
元
年
の
「
代
官
」
五
代
は
一
組
を
除
い
て
重
複
す
る
の
で
へ
こ
の
両
職
は

同
l
職
と
み
ら
れ
る
が
へ
そ
の
在
職
者
は
稲
庭
時
定
の
1
族
古
津
氏
や
在
庁
別
名
岡
安

名
の
領
主
岡
安
氏
を
含
む
よ
う
に
、
在
庁
宮
人
と
み
な
し
て
よ
い
｡
寛
喜
元
年
以
降
へ

元
守
護
若
狭
忠
李
の
後
家
若
狭
尼
や
幕
府
引
付
衆
伊
賀
光
政
ら
東
国
御
家
人
が
「
代
官
」

に
任
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
新
た
に
「
又
代
官
」
が
設
け
ら
れ
'
国
御
家
人
と
み

ら
れ
る
木
津
・
池
田
・
倉
見
ら
の
諸
氏
が
在
職
し
て
い
る
｡
そ
し
て
弘
安
八
年
へ
「
代

官
」
が
守
護
代
工
藤
果
禅
の
兼
務
に
な
る
と
「
又
代
官
」
は
国
御
家
人
と
は
思
わ
れ
な

い
青
柳
氏
と
な
り
(
の
ち
青
柳
は
「
国
代
官
」
を
置
い
て
い
る
)
へ
こ
の
時
、
再
び
税

所
代
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
｡
な
お
、
古
津
・
岡
安
・
木
津
・
池
田
・
倉
見
ら
の
諸
氏

に
つ
い
て
は
田
中
氏
注
1
2
前
掲
論
文
へ
網
野
氏
注
1
2
前
掲
論
文
へ
お
よ
び
建
久
七
年
六

月
日
若
狭
国
源
平
両
家
砥
候
輩
交
名
案
(
ホ
1
円
-
五
)
な
ど
参
照
｡

(
2
)
元
弘
三
年
か
ら
の
「
税
所
」
多
田
知
直
(
後
掲
表
I
)
と
「
知
」
字
を
共
有
す
る
と

こ
ろ
か
ら
こ
の
よ
う
に
推
定
し
た
が
へ
こ
れ
以
外
に
根
拠
は
な
い
O

(
g
)
網
野
氏
注
は
前
掲
論
文
o

(
S
)
禅
勝
の
太
良
荘
公
文
在
職
は
元
徳
三
年
六
月
～
暦
応
二
年
十
月
と
延
文
元
年
七
月
～

康
安
元
年
八
月
二
十
五
日
の
二
回
で
あ
る
(
網
野
氏
注
1
2
前
掲
書
、
一
八
七
・
l
三
四
・

二
四
1
-
i
一
五
九
頁
)
｡
「
今
富
次
第
」
は
'
元
弘
三
年
八
月
十
日
～
建
武
元
年
八
月

の
「
小
目
代
」
を
隠
曽
伊
豆
阿
閣
梨
・
い
な
つ
の
助
太
郎
入
道
へ
建
武
三
年
六
月
十
三

日
ま
で
の
今
富
名
又
代
官
を
伊
賀
房
慶
承
と
す
る
｡
こ
の
場
合
の
又
代
官
は
小
目
代
と

同
一
職
と
み
な
せ
る
の
で
'
建
武
政
権
期
の
若
狭
小
目
代
は
史
料
A
の
定
勝
で
は
な
か
っ

た
と
み
て
よ
い
｡
以
上
か
ら
史
料
A
の
年
代
は
'
①
元
徳
三
年
二
π
弘
二
年
へ
②
建
武

三
年
～
暦
応
二
年
へ
③
延
文
元
年
～
康
安
元
年
、
の
い
ず
れ
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
'

い
ず
れ
に
し
て
も
'
税
所
職
は
守
護
が
兼
務
す
る
時
期
で
あ
っ
た
｡

f
c
｡
¥
『
県
史
』
2
、
本
郷
文
書
一
六
号
｡

(
8
)
『
新
編
一
宮
市
史
』
資
料
編
六
、
醍
醐
寺
文
書
四
一
九
～
四
二
四
号
｡

(
S
)
太
良
荘
・
矢
野
荘
例
名
の
役
夫
工
米
を
免
除
し
た
'
延
文
四
年
十
一
月
二
日
後
光
厳

天
皇
論
旨
案
(
オ
ー
I
m
i
-
H
)
か
ら
、
史
料
C
・
D
の
年
代
を
延
文
四
年
と
考
え
た
｡

百
瀬
今
朝
雄
「
段
銭
考
」
(
實
月
圭
吾
先
生
還
暦
記
念
全
編
『
日
本
社
会
経
済
史
研

究
』
中
世
編
、
吉
川
弘
文
館
へ
一
九
六
七
年
)
0

康
暦
説
は
百
瀬
氏
前
注
論
文
、
貞
治
説
は
市
原
陽
子
「
室
町
時
代
の
段
銭
に
つ
い
て
」

(
『
歴
史
学
研
究
』
四
〇
四
・
四
〇
五
号
)
｡
な
お
、
小
林
保
夫
「
室
町
幕
府
に
お
け

る
段
銭
制
度
の
確
立
」
(
『
日
本
史
研
究
』
〓
ハ
七
号
)
参
照
｡
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貞
治
元
年
十
二
月
日
太
良
荘
領
家
方
年
貢
算
用
状
(
は
-
一
〇
七
)
に
'
下
行
分
と

し
て
「
ヲ
ハ
マ
テ
ロ
分
国
街
事
」
の
注
記
を
も
つ
「
讃
岐
法
橋
」
(
実
増
)
へ
の
支
出

分
(
他
に
「
園
街
沙
汰
料
足
分
」
一
貫
文
も
あ
る
)
が
見
え
、
翌
年
三
月
日
太
良
荘
領

家
方
百
姓
等
申
状
(
L
I
三
六
)
に
も
「
嘗
庄
可
落
圃
衝
之
由
在
之
時
」
と
あ
る
.

f
C
O
¥
実
増
に
つ
い
て
は
、
網
野
氏
注
1
2
前
掲
書
へ
二
六
二
～
三
貢
参
照
｡

「
羽
賀
寺
年
中
行
事
」
(
『
県
史
』
9
'
羽
賀
寺
文
書
二
七
号
)
0

(
8
)
田
中
氏
注
1
2
前
掲
論
文
へ
網
野
氏
注
1
2
前
掲
論
文
｡

(
S
)
若
狭
の
国
人
一
按
に
つ
い
て
は
へ
網
野
氏
注
1
2
前
掲
書
、
二
三
四
～
八
二
一
六
七
～

二
七
〇
五
、
松
浦
氏
注
1
3
前
掲
論
文
、
外
同
氏
注
1
3
前
掲
論
文
な
ど
参
照
｡

(
8
)
鎌
倉
期
の
木
崎
氏
に
つ
い
て
は
へ
田
中
氏
注
1
 
2
前
掲
論
文
参
照
｡

『
教
王
護
国
寺
文
書
』
二
二
八
五
号
(
以
下
「
教
護
三
八
五
」
の
ご
と
-
略
記
)
0

山
名
氏
の
幕
府
方
帰
降
は
、
実
質
的
に
は
対
等
和
睦
と
い
う
べ
き
も
の
で
(
佐
藤
進

一
『
南
北
朝
の
動
乱
』
中
央
公
論
社
へ
一
九
六
五
年
へ
三
四
九
貢
)
、
山
名
は
幕
府
か

ら
五
か
国
守
護
職
を
認
め
ら
れ
て
も
自
身
は
在
国
し
た
ま
ま
で
'
半
年
経
っ
て
よ
う
や

-
子
息
ら
を
上
洛
さ
せ
た
の
で
あ
る
｡
小
川
信
氏
は
、
山
名
時
氏
の
税
所
今
富
名
拝
領

に
つ
い
て
、
当
時
幕
政
を
主
導
し
て
い
た
斯
波
高
経
が
'
佐
々
木
道
誉
ら
反
斯
波
勢
力

に
対
抗
し
得
る
与
党
と
し
て
山
名
氏
を
利
用
す
る
た
め
へ
五
か
国
の
他
に
若
狭
の
守
護

職
を
も
要
求
し
た
で
あ
ろ
う
山
名
氏
と
妥
協
し
て
今
富
名
を
割
譲
し
た
、
と
の
卓
見
を

示
さ
れ
て
い
る
(
注
1
3
前
掲
書
へ
四
三
五
頁
)
｡
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
な
お
へ
観
応

の
擾
乱
で
当
初
父
か
ら
離
れ
て
尊
氏
方
に
属
し
た
山
名
師
氏
(
時
義
)
が
、
か
つ
て
拝

領
し
た
「
若
狭
国
斎
所
今
積
(
税
所
今
富
)
」
の
還
付
方
を
佐
々
木
道
営
に
嘆
願
し
た

も
の
の
無
視
さ
れ
た
た
め
、
南
朝
方
に
転
じ
た
と
い
う
『
太
平
記
』
(
巻
三
二
)
の
所

伝
は
、
山
名
氏
の
若
狭
税
所
今
富
名
に
対
す
る
執
着
ぶ
り
を
よ
く
伝
え
て
い
る
｡

(
」
)
『
県
史
』
9
、
塚
本
弘
家
文
書
一
・
二
号
｡

(
8
3
)
網
野
氏
注
1
2
前
掲
論
文
、
河
昔
氏
注
.
 
｡
望
別
掲
論
文
o

(
&
)
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
十
九
(
以
下
『
史
料
』
六
-
1
九
、
の
ご
と
-
略
記
)
、

南
北
朝
室
町
期
の
若
狭
守
護
と
国
衡

五
五
六
頁
、
文
和
三
年
九
月
日
若
狭
国
税
所
今
富
名
内
給
地
注
文
(
紀
氏
系
図
裏
文
書
)
0

こ
こ
に
見
え
る
八
か
所
の
給
地
の
中
に
「
国
分
寺
」
の
名
が
見
え
る
｡

(
8
)
貞
和
五
年
二
月
二
十
二
日
左
衛
門
尉
某
・
僧
某
連
署
奉
下
知
状
(
『
県
史
』
9
'
神

宮
寺
文
書
七
号
)
は
'
出
雲
房
経
賢
を
国
分
寺
供
僧
職
(
常
善
名
)
に
補
任
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
発
給
者
の
二
人
は
当
時
の
今
富
名
奉
行
披
多
津
左
衛
門
尉
・
な
り
た
大
進

法
眼
で
(
今
富
次
第
)
'
今
富
名
領
主
山
名
時
氏
(
も
し
く
は
代
官
大
里
次
郎
左
衛
門

尉
・
加
藤
大
夫
房
)
の
意
を
奉
じ
て
下
達
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
｡

(
8
)
注
1
3
前
掲
拙
稿
「
南
北
朝
室
町
初
期
の
若
狭
守
護
代
小
笠
原
氏
に
つ
い
て
」
七
八
～

七
九
頁
｡
な
お
、
こ
の
一
件
の
関
係
史
料
は
、
①
永
和
三
年
六
月
十
日
税
所
代
海
部
信

泰
書
状
(
ツ
ー
六
九
)
へ
②
同
十
五
日
太
良
荘
公
文
弁
柘
申
状
(
し
-
二
二
〇
)
、
③

永
和
三
年
「
太
良
荘
地
頭
方
評
定
引
付
」
六
月
二
十
日
・
同
二
十
五
日
条
(
タ
ー
二
九
)
へ

④
同
年
六
月
日
東
寺
雑
草
頼
勝
申
状
案
(
ツ
ー
七
〇
)
、
⑤
同
年
八
月
三
日
守
護
l
色

氏
奉
行
某
(
小
守
護
代
武
田
重
信
カ
)
書
状
(
『
県
史
』
2
、
大
谷
雅
彦
氏
所
蔵
文
書

二
号
)
、
⑥
永
和
四
年
七
月
十
一
日
太
良
荘
代
官
禅
朝
起
請
文
(
教
護
五
五
五
)
、
⑦

同
年
十
二
月
二
十
四
日
太
良
荘
代
官
有
円
・
公
文
弁
柘
連
署
起
請
文
(
バ
ー
八
t
)
、

の
七
点
で
あ
る
が
、
拙
稿
で
は
②
③
⑥
を
看
過
し
た
り
、
流
鏑
馬
を
上
下
宮
の
み
の
も

の
と
み
な
し
た
り
す
る
初
歩
的
誤
り
を
犯
し
て
い
る
｡
し
か
し
、
事
実
経
過
の
基
本
的

部
分
の
理
解
は
訂
正
の
必
要
は
な
く
へ
特
に
③
は
、
こ
の
神
事
役
の
徴
集
が
守
護
代
の

主
導
の
も
と
に
な
さ
れ
た
と
す
る
拙
稿
の
主
張
を
裏
付
け
て
い
る
｡

(
3
)
東
寺
が
国
元
の
守
護
代
の
買
収
に
用
意
し
た
酒
肴
料
は
五
貫
文
だ
っ
た
の
に
対
し
て

(
前
注
③
)
へ
海
部
氏
へ
の
礼
鏡
は
〓
貿
文
余
に
上
っ
た
(
前
注
⑥
⑦
)
.

0
3
)
こ
の
花
押
の
比
定
は
次
の
根
拠
に
よ
る
｡
①
日
下
花
押
は
応
永
十
二
年
八
月
三
日
浄

玖
・
寿
恩
(
小
守
護
代
武
田
長
盛
)
連
署
諸
役
免
許
状
(
『
県
史
』
9
、
明
通
寺
文
書

四
五
号
)
の
浄
玖
の
花
押
に
酷
似
す
る
(
『
小
浜
市
史
』
社
寺
文
重
患
、
巻
末
「
花
押
・

印
章
一
覧
」
参
照
)
｡
②
浄
玖
・
寿
恩
の
二
人
は
、
応
永
五
年
の
段
銭
配
符
(
後
掲
史

料
I
)
を
連
署
で
出
し
て
い
る
｡
③
し
た
が
っ
て
、
史
料
G
で
浄
玖
と
連
署
し
て
い
る
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奥
の
花
押
の
主
の
地
位
は
寿
恩
と
同
じ
小
守
護
代
、
つ
ま
り
武
田
重
信
(
寿
恩
の
父
)

と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
｡
④
史
料
G
の
奥
の
花
押
は
'
太
良
荘
に
多
数
の
守
護
夫
催

促
状
や
御
家
人
役
請
取
状
を
発
給
し
て
い
る
者
(
署
名
は
尊
名
で
「
重
信
」
と
読
め
る
)

の
花
押
と
一
致
す
る
(
注
3
9
⑤
の
尊
名
も
同
じ
で
あ
る
が
花
押
は
若
干
異
な
る
)
0

(
S
O
史
料
H
の
年
代
を
『
東
寺
百
合
文
書
目
録
』
は
嘉
慶
元
年
と
推
定
す
る
が
、
以
下
の

理
由
で
、
同
二
年
も
し
-
は
三
年
と
考
え
る
｡
①
留
守
所
下
文
は
署
判
者
三
人
の
う
ち

花
押
を
扱
え
る
の
は
真
ん
中
の
l
人
だ
け
で
、
応
永
十
四
年
十
月
十
一
日
付
の
留
守
所

下
文
(
バ
ー
一
〇
六
)
の
花
押
は
同
十
七
年
二
月
十
七
日
税
所
代
安
倍
忠
俊
名
主
職
宛

行
状
(
『
県
史
』
9
、
神
宮
寺
文
書
一
七
号
)
の
花
押
(
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写

本
参
照
)
と
一
致
す
る
か
ら
、
そ
れ
は
税
所
代
の
も
の
で
あ
る
O
②
史
料
H
の
花
押
は
、

嘉
慶
二
年
十
二
月
に
没
す
る
税
所
代
海
部
信
泰
(
今
富
次
第
)
の
花
押
(
前
掲
表
Ⅲ
N

ォ
0
.
と
は
異
な
る
か
ら
へ
そ
の
後
を
嗣
い
だ
子
の
泰
忠
の
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

③
し
た
が
っ
て
、
史
料
H
の
年
代
は
嘉
慶
二
年
十
二
月
以
降
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
同

午
(
十
二
月
)
か
翌
三
年
(
改
元
の
あ
る
二
月
以
前
)
と
な
る
｡

(
3
0
史
料
H
は
破
損
が
甚
だ
し
い
が
'
読
み
取
れ
る
反
以
下
の
部
分
は
大
田
文
に
お
け
る

定
田
数
t
七
町
二
反
l
九
〇
歩
と
l
致
す
る
.

南
北
朝
・
室
町
期
の
若
狭
に
は
合
わ
せ
て
二
四
点
(
う
ち
六
点
は
案
文
)
の
留
守
所

下
文
が
伝
存
す
る
が
'
例
外
な
-
三
名
連
署
で
(
但
し
す
べ
て
署
名
は
な
-
「
-
」

と
す
る
の
み
)
、
最
奥
の
み
「
日
代
」
の
肩
書
を
付
す
｡
花
押
は
建
武
元
年
十
月
日
付

の
も
の
(
エ
ー
三
九
)
に
日
代
と
日
下
の
二
つ
の
花
押
が
あ
る
の
を
除
き
'
他
は
す
べ

て
真
ん
中
の
み
(
こ
れ
が
税
所
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
注
4
2
①
参
照
)
0

(
」
)
『
県
史
』
2
'
天
龍
寺
文
書
二
号
｡

「
明
徳
記
」
(
『
群
書
類
従
』
合
戦
部
)
0

(
S
O
武
田
長
盛
の
花
押
は
次
注
文
書
の
他
へ
応
永
四
年
六
月
十
八
日
長
盛
書
状
(
『
県
史
』

9
、
栗
駒
清
左
衛
門
家
文
書
二
号
、
花
押
は
『
小
浜
市
史
』
諸
家
文
書
編
二
、
巻
末

「
花
押
・
印
章
一
覧
」
参
照
)
な
ど
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
｡
浄
玖
の
は
'
前
掲
史
料

G
の
と
は
若
干
異
な
る
も
の
の
(
筆
の
運
び
は
酷
似
)
、
応
永
十
一
年
五
月
二
十
二
日
公

文
兼
允
・
浄
玖
和
与
状
(
『
小
浜
市
史
』
諸
家
文
書
編
三
へ
中
世
文
書
一
〇
五
号
へ
秦

文
書
)
)
の
浄
玖
の
花
押
と
完
全
に
一
致
す
る
(
同
書
へ
巻
末
「
花
押
・
印
章
一
覧
」

参
照
)
｡
な
お
、
『
小
浜
市
史
』
が
浄
玖
を
「
浄
杉
」
と
す
る
の
は
誤
読
で
あ
る
｡

応
永
十
二
年
八
月
三
日
浄
玖
・
寿
恩
連
署
諸
役
免
許
状
(
『
県
史
』
9
'
明
通
寺
文

書
四
五
号
)
0

(
?
)
た
だ
へ
史
料
G
と
I
で
は
斌
課
対
象
田
積
が
異
な
り
へ
I
で
は
留
守
所
下
文
(
史
料

H
)
の
そ
れ
(
定
悶
数
)
を
載
せ
て
い
る
｡
こ
れ
は
国
衝
留
守
所
系
の
シ
ス
テ
ム
を
一

部
採
用
し
た
こ
と
を
示
す
か
と
も
思
わ
れ
る
が
'
詳
細
は
よ
-
わ
か
ら
な
い
.

(
S
)
応
永
四
年
十
一
月
十
九
日
後
亀
山
上
皇
院
宣
(
『
史
料
』
七
-
二
、
九
〇
〇
五
へ

「
東
寺
文
書
」
御
)
へ
同
月
六
日
六
条
時
僻
書
状
(
り
-
七
三
)
O
な
お
へ
後
亀
山
院

が
若
狭
の
国
務
を
管
掌
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
同
年
十
二
月
九
日
へ
後
亀
山
が
院

宣
に
よ
っ
て
「
若
狭
国
々
街
領
内
友
次
浦
」
を
何
者
か
に
管
領
せ
し
め
て
い
る
こ
と
か

ら
想
定
で
き
る
(
『
県
史
』
2
、
保
阪
潤
治
氏
所
蔵
文
書
四
号
)
｡
後
亀
山
の
若
狭
国

務
管
掌
は
、
お
そ
ら
-
南
北
朝
合
一
の
条
件
の
l
つ
と
さ
れ
た
、
大
覚
寺
銃
に
よ
る
諸

国
国
衛
領
領
有
が
若
狭
で
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
'
明
徳
三
年
に
始
ま
っ
た

と
思
わ
れ
る
｡
な
お
へ
後
亀
山
が
応
永
二
十
九
年
の
若
狭
一
宮
遷
宮
式
に
下
国
し
て
い

る
の
も
(
守
護
次
第
)
、
あ
る
い
は
知
行
国
主
と
し
て
の
行
動
か
も
し
れ
な
い
｡

(
S
)
こ
の
年
の
「
太
良
荘
地
頭
方
評
定
引
付
」
(
夕
1
六
九
)
二
月
十
日
条
に
「
自
守
護

方
被
入
段
銭
配
荷
之
間
、
於
京
都
可
有
秘
計
□
代
官
令
申
之
間
、
内
々
守
護
方
令
秘
計

之
□
」
と
あ
り
、
東
寺
は
代
官
の
意
見
に
従
っ
て
専
ら
守
護
方
と
免
除
交
渉
を
し
て
い

る
こ
と
へ
こ
の
年
は
七
月
に
官
庁
造
営
段
銭
(
ハ
I
一
〇
四
)
、
十
月
に
内
宮
役
夫
工

米
段
銭
(
バ
ー
一
〇
六
)
が
斌
課
さ
れ
た
こ
と
は
知
ら
れ
る
も
の
の
へ
二
月
に
幕
府
か

ら
段
銭
が
課
さ
れ
た
徴
証
は
'
他
荘
'
他
国
に
も
得
ら
れ
な
い
こ
と
へ
そ
し
て
へ
こ
の

年
の
も
の
と
思
わ
れ
る
二
月
日
太
良
荘
百
姓
等
申
状
(
ツ
ー
一
九
一
)
に
「
せ
ん
れ
い

の
ニ
ハ
候
ハ
す
候
た
ん
せ
ん
を
さ
せ
ら
れ
候
」
と
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
へ
史
料
J
の
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段
銭
を
守
護
段
銭
と
判
断
し
た
｡
た
だ
し
へ
守
護
段
銭
が
こ
の
時
に
始
ま
っ
た
か
ど
う

か
は
疑
問
で
、
応
永
五
年
の
「
御
要
脚
若
狭
国
段
銭
」
(
史
料
I
)
は
、
翌
年
二
月
日

太
良
荘
百
姓
等
申
状
(
バ
ー
九
七
)
に
「
去
年
自
守
護
方
段
銭
両
度
被
召
懸
下
と
申
」

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
守
護
段
銭
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
｡

た
と
え
ば
、
こ
の
四
年
前
に
今
富
名
代
官
が
小
笠
原
長
房
(
守
護
代
)
か
ら
丹
後
出

身
と
目
さ
れ
る
石
河
長
貞
(
在
京
奉
行
)
に
替
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
(
今
富
次
第
)
、

小
笠
原
・
石
河
の
確
執
が
回
行
内
の
対
立
を
も
た
ら
す
t
と
い
っ
た
憶
測
も
不
可
能
で

は
な
い
(
小
笠
原
・
石
河
両
氏
の
確
執
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
注
1
3
前
掲
拙
稿
「
南
北

朝
室
町
初
期
の
若
狭
守
護
代
小
笠
原
氏
に
つ
い
て
」
で
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
)
0

年
欠
三
月
日
太
良
荘
本
所
方
百
姓
等
申
状
(
ツ
ー
一
九
七
)
｡
こ
の
文
書
を
武
田
氏

の
代
の
も
の
と
判
断
す
る
の
は
'
文
中
に
'
武
田
氏
の
も
と
で
太
良
荘
半
済
給
主
と
な
っ

た
「
山
鯨
殿
」
の
名
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
0

(
S
)
太
良
荘
の
史
料
を
み
る
限
り
、
一
色
氏
へ
武
田
氏
の
守
護
段
銭
が
守
護
役
の
中
核
を

な
し
た
と
は
考
え
に
-
い
｡
確
か
に
へ
応
永
十
八
年
頃
の
も
の
と
恩
わ
れ
る
文
書
(
ツ
ー

二
八
七
)
に
「
こ
う
れ
い
段
銭
」
な
ど
と
い
う
文
言
も
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
室
町
期

の
段
銭
配
符
(
留
守
所
下
文
)
の
ほ
と
ん
ど
は
幕
府
段
銭
の
そ
れ
で
あ
る
し
(
守
護
段

銭
は
最
大
に
み
て
史
料
I
・
l
の
み
)
、
武
田
氏
の
代
に
確
認
さ
れ
る
守
護
段
銭
は
管

見
の
限
り
四
例
に
す
ぎ
な
い
(
ほ
ー
六
四
、
夕
-
一
三
〇
・
一
七
二
二
七
四
)
｡
た

だ
武
田
氏
で
い
え
ば
'
段
銭
よ
り
も
重
視
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
'
年
貢
高
を
基
準
と

す
る
守
護
要
銭
(
こ
の
役
の
性
格
は
バ
ー
二
九
八
へ
ツ
I
三
〇
八
に
よ
く
示
さ
れ
る
)

も
へ
そ
の
徴
集
シ
ス
テ
ム
は
'
基
本
的
に
は
段
銭
の
場
合
と
異
な
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
恩
わ
れ
る
か
ら
へ
税
所
が
守
護
権
力
の
守
護
役
徴
集
機
関
と
し
て
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
た
へ
と
み
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
｡

永
正
二
年
二
月
十
六
日
武
田
元
信
知
行
宛
行
状
写
(
『
県
史
』
2
、
白
井
家
文
書
四
号
)
0

天
文
二
十
年
八
月
八
日
武
田
信
豊
所
職
宛
行
状
(
『
県
史
』
9
、
長
井
健
一
家
文
書

三
号
)
0

南
北
朝
室
町
期
の
若
狭
守
護
と
国
衝

「
羽
賀
寺
年
中
行
事
」
(
『
県
史
』
9
'
羽
賀
寺
文
書
二
七
号
)
正
月
七
日
・
十
二

月
十
三
日
条
｡
な
お
へ
永
井
氏
は
こ
の
史
料
の
中
で
「
小
浜
代
官
」
と
も
呼
ば
れ
て
い

る
｡
こ
れ
以
上
は
本
稿
の
範
囲
を
越
え
る
の
で
省
略
に
従
い
た
い
が
、
「
小
浜
代
官
」

は
今
高
名
代
官
の
後
身
で
税
所
代
の
上
位
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
し
(
『
県

史
』
9
'
妙
楽
寺
文
書
九
・
1
0
号
)
、
戦
国
期
の
小
浜
代
官
は
粟
屋
元
隆
(
『
実
隆

公
記
』
大
永
三
年
八
月
六
日
条
な
ど
)
、
つ
い
で
山
県
氏
(
『
天
文
日
記
』
天
文
七
年

十
一
月
九
日
条
な
ど
)
ら
が
在
職
し
て
い
た
か
ら
、
永
井
氏
が
「
小
浜
代
官
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
の
は
、
「
小
浜
又
代
官
」
の
謂
か
と
も
恩
わ
れ
る
｡

(
S
)
永
正
十
二
年
十
一
月
九
日
永
井
清
家
補
任
状
(
『
県
史
』
8
'
渡
辺
市
左
衛
門
家
文

書
八
号
)
、
永
禄
七
年
五
月
二
日
永
井
任
家
補
任
状
(
同
文
書
1
0
号
)
0

年
欠
九
月
十
七
日
永
井
忠
家
書
状
(
『
県
史
』
9
、
神
宮
寺
文
書
五
〇
号
)
0

(
S
)
天
文
十
四
年
十
月
二
十
四
日
永
井
患
家
代
僧
職
宛
行
状
(
『
県
史
』
9
'
谷
田
寺
文

書
六
号
)
0

(
」
)
武
田
氏
は
'
二
月
と
八
月
の
両
段
銭
を
恒
常
役
と
し
て
い
た
(
『
県
史
』
9
'
高
鳥

甚
兵
衛
家
文
書
一
七
号
)
0

耳
西
郷
堂
社
等
田
数
帳
(
『
県
史
』
8
、
宇
波
西
神
社
文
書
八
・
九
号
)
に
よ
る
と
、

大
永
七
年
九
月
の
日
付
で
「
耳
西
郷
荷
所
田
数
」
と
し
て
「
久
々
子
方
・
早
雲

「
本
所
・
半
済
方
」
な
ど
の
田
数
、
合
計
六
五
町
九
反
二
四
〇
歩
を
書
き
上
げ
た
あ
と
へ

「
此
段
銭
分
」
六
九
貫
九
I
H
I
文
の
納
入
先
を
記
し
て
い
る
O
t
方
へ
大
田
文
に
よ
れ

ば
'
耳
西
郷
・
E
]
向
浦
の
総
田
数
(
戦
国
期
の
耳
西
郷
は
日
向
浦
を
含
む
)
は
八
八
町

一
反
二
七
〇
歩
、
定
田
数
は
五
九
町
一
反
二
五
〇
歩
で
い
ず
れ
に
し
て
も
一
致
し
な
い
｡

(
S
)
税
所
今
富
名
が
t
色
氏
に
宛
行
わ
れ
た
の
と
同
じ
明
徳
三
年
、
若
狭
国
務
が
後
亀
山

院
の
管
掌
下
に
入
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
(
注
5
0
)
へ
一
色
氏
に
よ
る
国
衝
機
構
の
接
収

に
し
ば
ら
く
抑
制
力
と
し
て
働
い
た
t
と
の
想
定
も
不
可
能
で
は
な
い
が
'
ま
っ
た
く

憶
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
｡

(
平
成
三
年
九
月
三
十
日
受
理
)
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Shugo (守護) and Kokuga (国衡) in Wakasa Country

in the Period of Northern and Southern I⊃ynasties

Shoichi KAWAMURA

For Shugo in the Period of Northern and Southern Dynasties and the Period of

Muromachi, it is inevitably important to place Kokuga under his control in order

to reign his country. Since it was general in the eastern part of Japan that Shugo

had his control over Kokuga from the beginning, management of Kokuga

progressed smoothly. In contrast in the western part of Japan, it was not easy

for Shugo to have control over Kokuga because influential nobles and religious

organizations had dominated Kokuga there.

In Wakasa Country, since the Period of Kamakura Shugo had exercised dominion

over Saisho (税所) which was the most important organ of Kokuga. The domination

was inherited in the Period of Northern and Southern Dynasties. But in the

beginning of the Period, Shugo in Wakasa Country remained in the position for a

very short while and thus his control over Kokuga did not proceed well and

Kokuga had his independence. The tendency became still stronger after dominion

over Saisho was given to Mr. Yamana in 1364 who was not Shugo. Although

dominion over Saisho was given back to Shugo 1392, it was around 1403 that

Shugo regained perfect control over Kokuga.
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